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１．開催のあいさつ 
独立行政法人国際協力機構 人間開発部長 

末森 満 

 

シンポジウムを開催するにあたりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。本日は

土曜日にもかかわらず、かくも沢山の方においでいただきまして、ありがとうございます。また、

日頃からJICAの事業に対しまして、ご理解、ご支援、ご参加いただいておりますことに、この場

をかりてお礼を申し上げたいと思います。 
 本シンポジウムは、JICAの教育タスクフォース1が、JICAの国際教育協力の知見、経験等を情報

発信すべく実施するもので、これまでにも数回開催させていただいております。ご承知のように

一昨年の10月にJICAは独立行政法人化し、緒方新理事長を迎え、改革を進めております。この改

革の特徴の一つは「現場主義」ということです。これまでは、JICA本部で物事が決まるので、JICA
職員の人数というのは東京在勤者が非常に多かったのですが、これを 東京500人・在外500人程度

にして、より現場に近いところで、現場の声を十分反映させた形でプロジェクトを実施していく

ことを目指しています。本日は、エチオピア、ミャンマーの現場の声を皆さんに知っていただき、

我々自身も、現場の声を吸い上げてプロジェクトを実施していくための良い機会としたいと思っ

ております。 
 JICA改革の特徴のもう1点は、「人間の安全保障」ということです。 近は国境を越えたグロー

バルな諸課題、解決しなくてはいけない問題がたくさんあります。特に国単位だけではとても解

決できない、一人ひとりの人間の能力向上やエンパワーメントが非常に重要で、このためにJICA
は「人間の安全保障」という概念を打ち出しました。 
 「人間の安全保障」という視点の中で、JICAでは特に、保健医療や貧困削減というテーマに加

えて、教育セクターにも重点を置いております。JICAの教育協力分野の予算も増加し、JICA全体

の約2割を占めるようになっております。そのような中で、今般、教育協力の中で重点をどのよう

に置き、さらに強化していくかということが課題となっております。特に今回のシンポジウムに

つきましては、2000年4月にセネガルのダカールで開催された、世界教育フォーラムで採択されま

した「ダカール行動枠組み」達成に向けての、JICAの協力をレビューしていきたいという目的も

ございます。 
 本日はジャーナリストの方、NGOの方も含めていろいろな立場で議論いただきたいと思います

し、フロアの方からも忌憚ないご意見をいただいて、JICA自身も勉強させていただきたいと思い

ます。また、皆さまにもJICAの活動についてご理解いただきながら、さらに 万人のための教育

（Education For All：EFA）に向けた協力をサポートいただきたいと思います。是非とも本日は会

場の皆さまにも議論に加わっていただいて、充実した半日を過ごしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

                                                        
1 JICA内で、教育協力の経験や知見を一元的、かつ恒常的に蓄積し、教育協力分野の情報発信を行う母体として

2002年1月にJICA内の横断的な組織として結成された 
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２．EFA（万人のための教育）の背景・動向 

独立行政法人国際協力機構 人間開発部課題アドバイザー 

 林川 眞紀 
 
 本日のプログラムの中では、EFAの背景と動

向という壮大なテーマが設定されております

が、本シンポジウムのテーマ「EFAの達成に向

けて」というものを逆手にとりまして、果たし

てEFAは本当に達成できるのか、ということを、

皆様と考えていきたいと思います。 
 
EFAの現状 

 EFAが達成されるのかどうかというのは

様々な議論がありますが、教育開発協力に携わ

る者としては、EFAは国際的に非常に大きな転

機となったと思います。1990年にタイのジョム

ティエンという小さな町で開かれたEFA世界

会議は、史上初の、155か国、33の政府機関、 125
のNGOなどが参加した合計1,000人以上の大き

な教育に関する会議でした。会議では、初めて

基礎教育の概念が定義、確立され、さらに国際

合意による初の基礎教育に関する国際社会共

通の目標、EFAゴール六つが制定されました。 
 その後、2000年の目標に向けて多くの努力が

なされてきました。1990～2000年の10年間に、

EFA運動を通じて成果がみられたことは確か

だと思います。特にサハラ以南アフリカの48
か国（アフリカ地域諸国全体の89％に相当）で

義務教育が導入されたということは大きな成

果だったのではないかと思います。また、10
年の成果を統計データで見ても、状況が大きく

改善されたことはよく分かります。成人の識字

率は62.9％から76.4％へ、また就学率は、90年
頃は79.5％だったのが、現在は約82.5％まで伸

びています。初等教育のGPI（Gender Parity 
Index：男女比率）は、男子一人に対して0.86
人ぐらいの割合だった女子生徒が、2000年以降

は0.93、一対一の割合に近づいていることがわ

かります。 

 しかし、2000年が明けたときに、1990年に合

意されたEFAの六つのゴールは、実は一つも達

成されていなかったのです。非識字人口は1990
年代の半分に、また初等教育への普遍的なアク

セスを、という目標も達成されておらず、さら

に は  EFA （ Education For All ） の 意 味 を 
Schooling for Allと捉え、就学年齢に相当しない

成人や青少年たちへの教育機会が保障されな

いまま過ぎてしまいました。EFAゴールが達成

できなかった理由には教育的な問題もあれば、

体系的かつ継続的なモニタリングが欠如して

いたとか、包括的な財政支援の枠組みがなかっ

たとか、もちろん援助機関側の問題もいろいろ

あったと思います。さらに、90年代には、人口

増加の問題や内戦や紛争が多くみられ、これら

もEFA達成が阻害された要因だと思われます。 
 2000年4月にダカールで世界会議が開催され

てから、今年で5年になります。ダカールで国

際社会が新たにEFAに対する約束を誓ったに

もかかわらず、現状をみると、決して見通しは

明るくないと思います。世界の約8億人の成人

がいまだに非識字者です。そして1億300万人、

5人に1人の子どもたちがいまだに学校に通う

ことができていません。また、就学しても5年
生までには10～25％ぐらいが落ちこぼれてし

まっています。さらに、成人非識字者や未就学

児童のうち3分の2が女性、女の子であるという

大きな問題も残っています。 
 近、世界銀行が発表したファストトラック

イニシアティブ（Fast Track Initiative：FTI，世

界銀行が2002年よりEFAの進捗を加速化し、

2015年の目標達成を実現するために設置され

たプログラム）のための分析では、155か国中、

EFA達成見込みがあるだろうと思われている

国は、普遍的初等教育が達成済みの37か国と、
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達成可能性が高いといわれている32か国、合わ

せて69か国程度しかありません。残りの見込み

が低い国70か国とデータがないと言われてい

る16か国、合わせて86か国程は、おそらく2015
年までにEFAを達成できないのではないかと

言われています。これは決して明るい見通しだ

とは言えません。 
 今年2005年は、EFAの目標の一つである男女

の格差の是正というゴール達成の年でありま

したが、結局男女の格差は是正されていない状

況にあります。なぜEFAが達成されないのか、

またどうしたら達成できるのか。この2005年は

色々と考えなければいけない大きな転換の年

になるかもしれません。残された課題はまだ沢

山あるのです。地域格差の是正や、少数民族や

女子、それからストリートチルドレンなどの社

会的弱者にどのように手を差し伸べるのか、と

いった問題があります。また、HIV/AIDSの蔓

延は保健医療の分野に限らず、教育分野に大き

な影響を与えています。それから、90年には想

像もしていなかった多くの緊急事態が90年代

以降起きています。そのような紛争後地域の子

どもたちや退役軍人などの教育問題をどうす

るのか、など様々な課題が残されています。 
 
EFA達成に向けて 

 では、どうしたらEFAは達成できるのでしょ

うか。何が必要となるのでしょうか。お金が必

要だとよくいいます。EFAの活動資金を、ドナ

ーの資金援助にほとんど頼っている途上国に

とってみれば、資金援助がきちんと続くことが

一番大事だと指摘されています。2、3年前に

UNESCO、UNICEFと世界銀行でEFAに関する

資金について計算したところ、2015年までに

EFAが達成されるためには、毎年55～56億ドル

が必要であろうと算出されました。教育に対す

る予算は決して多くはありませんが、少な過ぎ

るというわけでもありません。しかし、もう少

しあればということを考えると、EFA達成が国

家、世界の優先問題として取り組まれる必要が

あると思われます。例えば、世界の年間軍事予

算は 約8,000億ドル、使われているといわれて

います。それに比べ、UPE（普遍的初等教育）

またはEFAの達成のために必要な予算は、66億
ドルです。ほんのわずかでしかないことがわか

ります。 
 もちろん、EFA達成のためには、予算だけの

問題ではなく、援助機関の協調や協力も必要で

あり、モニタリングや評価のきちんとした体系

づくりも必要だと思います。また、このほかに、

一人ひとりがきちんと意識を高めなければい

けないのかもしれません。そのためにもEFAを

社会運動にしていく必要があるのではないで

しょうか。 
また、EFAは 決して教育分野だけに限った

問題ではありません。先ほども申し上げました

ように、EFAが達成できなかった原因には、ほ

かの社会的な状況、経済状況も挙げられます。

そのため、EFA支援は決して孤立して行われる

ものではないと思います。民間セクターとのパ

ートナーシップも非常に大切です。今までは政

府が教育の機会の保障を一手に引き受けなけ

ればいけないと思われていましたが、今後は公

共財政ばかりに頼らない努力が必要なのでは

ないでしょうか。 
 学校教育重視から教育形態の多様化という

ことも非常に大きな課題となっております。現

在、学校だけがすべての教育機会を与えてくれ

る場所ではないと思います。ノンフォーマル教

育などの柔軟性に富んだ教育機会がもっと活

用されるようになってくると思われます。何よ

りもEFAは、やはり生涯教育の一環として位置

付けられることが大事なのかもしれません。 
 それから、基礎教育において、量が先に達成

されるべきか、質が先に向上されるべきか、そ

れとも両方ともに拡充されるのがよいか、とい

った議論がありますが、これはどちらが良い、

悪いとはいえないと思います。やはりバランス

のとれた協力支援が必要になってくるでしょ

う。 
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後に、2015年という目標の年が全部の世界、

全部の国に共通して有効だったのかどうか見

直されるべきなのではないかと思っています。

多くの国が2015年という目標年のために非常

にプレッシャーを感じている場合もあります。

果たして国際共通目標がEFA達成のために必

要なのか、もう1度議論される余地があるので

はないでしょうか。このような問題点がこれか

らまたさらに10年かけて見直されていくべき

だと思っております。 
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３．EFAゴールに向けたJICAの取り組み 
独立行政法人国際協力機構 人間開発部第１グループ基礎教育第１チーム長  

佐久間 潤 
  

 初にJICAの教育協力の現状と推移につい

て簡単に説明させていただきます。その後、

EFAゴールに向けたJICAの取り組みというこ

とで活動の報告をさせていただき、 後にEFA
ゴールに向けた今後の課題を発表させていた

だきます。 
 
日本の教育協力 

 教育分野の日本のODA関連の主要機関を整

理いたしますと、ODAは、まず二国間贈与、二

国間貸し付け、それから国際機関への出資とい

う三つに大きく分けられます。 
 二国間贈与というのが無償資金協力と技術

協力にさらに二分されています。日本の教育協

力では、無償資金協力は、学校校舎の建設や改

修といった事業がその代表事例です。これは基

本的に外務省の所管している事業ですが、無償

資金協力実施のプロセスの一部をJICAが担っ

ています。具体的には、無償資金協力の具体的

な案件の設計のための調査、それから実施が決

定した後の実施促進のプロセスをJICAが担当

しております。 
 また、技術協力に関しては、JICAと文部科学

省が主要な担い手、実施機関となっております。

文部科学省では留学生の受け入れ事業を中心

に行っています。例えば2002年度、文部科学省

のODA予算が560億円程度ある中で、その9割以

上が留学生の交流事業に充てられています。 
さらに、借款（ローン）については国際協力

銀行（Japan Bank For International Cooperation：
JBIC）が担当しており、教育分野では、これま

でに51件、約3,300億円のローンが実施されて

います。このうち、ほとんどがアジア諸国の高

等教育、あるいは職業訓練といった分野に割り

当てられています。 

 後に国際機関への出資があります。こちら

は、例えば教育協力であれば UNESCO や

UNICEFといった国際機関に対して日本政府が

拠出するという協力方法です。 
 
JICAの教育協力 
 次に、JICAの教育協力についてご紹介したい

と思います。2002年度の実績は、額にして307
億円で、これは日本の二国間教育援助の中の約

3割を占めています。 
 JICA事業全体の中で教育協力が占める割合

は、20.9％となっています。日本のODAの中で

教育協力の占める割合は10.6％ですので、それ

に比較すればJICAの教育協力の割合というの

は非常に大きいということがご理解いただけ

るかと思います。 
 また、JICAの教育協力の実績額の推移をグラ

フにまとめました。91年以降、教育協力は、金

額、教育の割合ともかなり伸びてきているとい

うことがおわかりいただけると思います。91
年は132億円でシェアとしては12％でした。こ

れが2002年には307億円で、シェアで言えば

20％まで拡大してきています。  
 教育協力のサブセクター別内訳を円グラフ

で示しました。基礎教育分野では、ノンフォー

マル教育とECD（Early Child Development：乳

幼児のケアと就学前教育）、それから初中等の

普通教育、教育行政への協力があり、JICAの教

育協力の中で約37％の割合を占めています。そ

の他、主要なものでは、職業訓練・技術教育へ

の協力が30％、高等教育に対するものが18％と

なっており、この三つが教育協力の大きなサブ

セクターだとお考えいただければ結構かと思

います。 
 2000年以降、JICAの教育協力は、その金額、
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シェアとも着実に増加しており、特に基礎教育

分野への協力は急増してきています。 
 このような教育協力拡充の背景には、協力に

係る基本方針を整備し戦略に基づいて協力を実

施してきたことがあるかと思います。日本、あ

るいはJICAの協力というのは戦略がないので

はないかというように指摘されることもよく

ありますが、少なくとも教育協力については、

様々な方針等を作りながら、国際的な援助潮流

に応える形でJICAも協力を展開してきている

ということをご理解いただきたいと思います。  
 先ほど林川アドバイザーの方から説明もあ

りましたが、90年のEFAの世界会議と前後する

形でJICAの中では「教育援助検討会」というも

のが実施されました。90年以前は、JICAは基礎

教育分野の協力はほとんど実施しておらず、青

年海外協力隊の教師隊員派遣や若干の無償資

金協力による校舎建設等しかありませんでし

た。しかし、90年のジョムティエンの会議を受

けて、JICAとして今後どのように会議の結果に

こたえていくのかを検討するために教育援助

の検討会が開かれ、それを受ける形で「開発と

教育―分野別援助研究会」が開催されました。

そこで、教育援助を今後拡大していくこと、特

に基礎教育重視の方針を打ち出していくこと

が提言され、その後のJICAの教育協力に大きな

影響を与えてきました。 
 そういった方向性を打ち出した後に、「教育

援助拡充のためのタスクフォース」、「教育援助

に係る基礎研究」、「ガイドラインづくり」等が

行われ、具体的にJICAとして基礎教育に対する

教育をどのように拡大していくかということ

が研究されました。それが後ほどご説明させて

いただくような協力メニューの拡充につなが

っております。 
 また、先ほどの説明にもありましたが、2000
年のダカールの行動枠組みを受け、JICAは2001
～2002年にかけて基礎教育の「課題別指針」を

作成しました。この中でJICAの基礎教育分野の

協力方針としまして、教育機会の普及、質の改

善、教育マネジメントの改善、ジェンダー格差

の是正、ノンフォーマル教育拡充の五つを重点

課題として今後協力をしていくということを

明示しております。 
 昨年、この五つの重点の中で、特にJICAの取

り組みが弱いと言われていましたノンフォー

マル教育につきまして、もう少し具体的な協力

方法を検討するための研究を行い、ノンフォー

マル教育の「課題別指針」をまとめております。

基礎教育のほか、保健、平和構築、自然環境保

全、生計向上等の分野での協力においてノンフ

ォーマル教育を積極的に活用していくことを

明示しました。このように、90年のジョムティ

エン会議や、2000年のダカール会議を受ける形

で、JICAとしても基本方針や指針を整備してき

たことがお分かりいただけるかと思います。 
 では、具体的にJICAがどのような教育協力を

実施しているのか、ご紹介したいと思います。

90年以前は、青年海外協力隊の教師隊員の派遣

や小・中学校の施設建設を中心に協力が行われ

ていました。95年頃から理数科教育改善への支

援が開始しました。これは、主に理科・数学の

教員養成、あるいは現職教員の研修に対する支

援ということで、特に理科実験の導入等を含む

授業方法の改善や、教員養成課程のシラバス、

カリキュラムの開発等に対する支援を開始い

たしました。また、そのころから、教育のアド

バイザー専門家の派遣も開始しております。 
 青年海外協力隊と小・中学校の建設と理数科

教育改善が、90年後半までは主要な活動であっ

たことから、JICAの教育協力はこれしかないの

ではないかというようにお考えになっている

方も結構多いのですが、 近はこのような形態

にとらわれずに様々な活動を実施しておりま

す。 
 98年頃から開始したのが教育開発計画策定

や地方教育行政の体制構築への支援です。例え

ば、教育開発計画策定では、ベトナムで初等教

育の開発計画策定に対する協力を実施いたし

ました。地方教育行政に関しては、住民参加型
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の学校運営を含むシステムづくり、住民参加型

でいかに学校を運営していくか、あるいはそれ

をどのように地方の教育行政が支えていくか、

ということに対する支援をしております。これ

は配布資料にあります事例の3、4、9が該当し

ます。 
 さらに、2000年以降、ダカール行動枠組みを

受ける形で、就学前教育や初等教育、ノンフォ

ーマル教育支援の拡充、女子教育強化の支援、

さらに教育協力の広域化ということに取り組

んでおります。また、以前は基礎教育といいま

しても中学校レベルに対する協力が多かった

のですが、現在はミレニアム開発目標等に対応

する観点からJICAも初等教育や就学前教育、ノ

ンフォーマル教育に対する協力を拡大してお

ります。 
 
今後の課題 

 JICAが教育協力を進めるにあたっての今後

の課題として、一つ目に、地域別、国別の協力

指針等、より具体的な支援戦略の策定というこ

とが挙げられます。先述した通り、JICAとして

基礎教育の課題別指針は作成しているものの、

これをさらにより具体的な形で展開していく

ためには、地域別、あるいは国別に細かい教育

協力の指針等を作成していく必要があると考

えております。実際、サブサハラアフリカ地域

に対する教育協力指針を現在策定しておりま

して、今後はそのような指針に基づいてJICA
の教育協力を進めていきたいと考えておりま

す。 
 二つ目の課題は、さまざまなニーズに対応す

る、より多様で柔軟な協力の展開です。特に

近、EFA達成に向けて、貧困層や少数民族、女

子等社会的弱者に対してどう支援していくか

ということが非常に大きなテーマになってお

ります。そういった意味でも、より多様で柔軟

な協力の展開が必要とされています。 
 三つ目としましては、現場レベルでの成果を

重視した、より総合的で包括的な協力の展開が

あげられます。教育は、さまざまな関係者、コ

ンポーネントからなる極めて複合的な活動で

すので、例えば教員養成や施設の建設等個々の

コンポーネントのみに対する協力を行っても、

それだけでは十分ではないという場合も多々

あります。教育の改善を阻む様々な要因に対し

て総合的な協力を行っていく必要があるとい

うことです。 
 四つ目としましては、他ドナーやNGO等との

一層の連携、協調の強化です。例えば、教育分

野でEFA-FTIといったドナー協調の動きがあり、

そういったものに対してJICAとしても今後ど

のように関わっていくのかを検討していかな

ければなりません。 
 後に、EFA促進のための情報発信の強化が

挙げられます。例えば本日のシンポジウムもそ

の一環で行っているわけですが、JICAとしまし

ても、EFAを促進するために、社会に対する働

きかけといったことも今後行っていかなけれ

ばいけないと考えております。 
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４．EFA事例紹介・質疑応答 

４－１ ミャンマー「基礎教育改善計画調査（MBESS）」 
元プロジェクト総括責任者／財団法人国際開発センター理事  

豊間根 則道氏 
 
ミャンマー国と背景 

ミャンマー国は、第二次大戦後の時点では、

開発も進み、非常に豊かな国でした。ところが

現在、ミャンマーは隣国タイと人口規模、面積、

国の文化など非常に共通点が多いにも関わら

ず、1人当たりGDPは98年の段階で約20倍、外

国直接投資（97年）は約50倍の差がついていま

す。また、非識字率も非常に高くなっています。

なぜこのようになったか、ということは後ほど

説明します。 
 ミャンマーは非常に独特な歴史をたどって

きている国です。独立したのは第二次大戦後の

1948年。その後、順調に政府が続きましたが、

1962年にネ・ウィン将軍がクーデターを起こし

て政権をとり、1974年からは社会主義共和国に

なりました。その結果、経済が破綻し、1988
年に学生による大規模な抗議行動が全国に広

がり、軍事クーデターが再び起きたのです。そ

の軍事政権がいまだに続いています。1990年に

は選挙が行われましたが、その時に勝利を収め

たはずのアウン・サン・スー・チーさん率いる

国民民主連盟（National League for Democracy：
NLD）と言う政党は抑圧されたまま、現在に至

ります。また今の軍事政権もネ・ウィンがとっ

た一種の鎖国政策を引き続きとっているため、

外国との接触が非常に少なく、先ほど触れまし

た外国直接投資が少ない理由となっています。 
 
ミャンマーの教育 
 ミャンマーの学制は5・4・2制で、5歳（幼稚

園）から始まります。小学校が1年～4年まで。

5年～8年までが中学校に当たり、9、10年が後

期中等教育、日本で言えば高校となっています。

問題は、初等教育の純就学率が約80％とあまり

悪くないのに対し、卒業率が約50％と低いこと、

つまり、わずか5年間に半分の子どもが中途退

学してしまうということです。その結果、小学

校を卒業している子どもは同年齢児童の4割程

度というのが現状です。 
 ミャンマーは仏教国で、お坊さんがお寺で子

どもたちに教育を施すという僧院教育が昔か

ら盛んに行われており、伝統的に教育には熱心

です。ところが、一種の鎖国政策をとっている

こともあり、古いものがそのまま残っています。

例えば校舎が古い、教科書が古い、さらにいえ

ば教え方が古い、などです。これを改めたいと

思ったとしても、鎖国政策があるためになかな

か外の情報が入ってこない、あるいは経済が非

常に貧しいため予算がないという状況があり

ます。 
 ミャンマーの教育の根本的な問題は、初等教

育にあります。まずミャンマーは小学生でも各

学年末に学力テストを受け、それに合格しなけ

れば進級も卒業もできないという仕組みにな

っています。先ほどの中途退学者が多い理由の

一つはこれなのです。このテストにパスしない

ために大勢の子どもたちが小学校の途中で落

第してそのまま退学してしまう。またこのテス

トがあるために、授業のやり方が典型的な教科

書の詰め込み教育なのです。教科書「で」教え

るのではなく、教科書「を」教える授業なので

す。 
 ミャンマーの学校では、教師が言ったことを

生徒が一斉に口をそろえて復唱するというの

が伝統的な授業の進め方です。この一斉復唱が

非常に一般的に行われていますから、小学校を

訪ねてみますと、授業時間が終わり近くになる

と、一斉にあちこちの教室で子どもたちが声を
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張り上げ、先生の言ったことをオウム返しにし

ています。そして暗記が中心です。つまり、ミ

ャンマーの教育では、生徒に「考えさせない」

教育が行われてきているということが大きな

問題だと思います。 
 ミャンマーの教室は、教室の間に仕切りがな

く、1つの教室に間隔を置いて先生が3人立ち、

3学年が一緒に授業を行っているという風景を

よく見かけます。このように、伝統的に教室の

仕切りがないというのがミャンマーの小学校

の特徴です。 
 このようなミャンマーの初等教育にある

様々な問題点について、ミャンマー政府が三つ

の側面から改善に着手しました。その三つの側

面とは、一つが教科の編成改革、二つ目がカリ

キュラム・教科書の改革、そして三つ目が授業

法の改革です。 
 まず、教科の編成改革というのは、1998年、

当時JICAから派遣されていた日本人専門家の

助言によって実現しました。このような基礎的

な部分でミャンマー政府が外国人の助言を受

け入れるというのは大変なことです。どう改革

したかといいますと、一つは小学校３、４年に

理科を再導入しました。その前の18年間、小学

校で理科は教えられていなかったのです。また、

社会科を再編し、それまでは地理と歴史が分け

て教えられていたのを社会科として一つにま

とめました。もう一つは、総合学習（日本では

生活科に当たるもの）を、幼稚園、小学校１、

２年に導入しました。 
 これにあわせて新しい教科書をつくりまし

たが、急いで1年間で作成したため、あまりよ

くないものができてしまいました。さらに、教

師にとっては、それまでやったこともない新し

い教科が二つも入ったため、どう教えていいの

かわからないという不満が非常に大きい、とい

う問題が起きました。 
 もう一つのカリキュラムと教科書の改革で

すが、ミャンマーは日本と異なり、教科書イコ

ールカリキュラム、つまり教えるべきことは全

部教科書に書いてあるというスタイルです。つ

まり、教科書が非常に大事なわけです。教科書

に関してはカリキュラム委員会という機関が

所管していますが、ここが非常に保守的かつ強

力な権限を持っています。教科書を改めようと

思いますと、このカリキュラム委員会をクリア

しないといけないのです。それには非常に時間

がかかりそうだということ、それから、教科書

を全面改訂すると、全国の全小学生（400万人

ぐらい）に配らないといけませんから大変に多

くの予算がかかりますが、残念ながらそういう

お金がないということで、全面改訂は見合わさ

れました。代わりに何をしようかということで

取り上げられたのが、教員用指導書の改訂だっ

たわけです。これは、各科目について先生が使

うための指導書で、それを改訂しましょう、と

いうことになったのです。 
 三つ目の改革は授業法の改革です。これは先

ほどもご紹介したとおり、生徒に考えさせない

授業を改め、生徒に考えさせる授業にするとい

うことです。そのために児童中心型授業を導入

する方針を立てました。しかし、教育省の方々

はこれがミャンマーにとって非常に重要であ

るということはよくわかっていても、何をどう

やればいいのかわからないという状況でした。

それでJICAの方に要請が来て、基礎教育改善計

画調査という開発調査が始まったわけです。 
 
基礎教育改善計画調査 
 ミャンマー基礎教育改善計画調査（Myanmar 
Basic Education Sector Study：MBESS）は、実

施期間が当初2001年4月から2002年9月まで、お

よそ1年半でしたが、その後延長され、2004年3
月までの約3年間にわたって実施されました。

相手国の実施機関は教育省の計画研修局とい

うところで、調査団は17人、延長した期間に関

しては8人でした。この種の調査にしては人数

が多いのではないかと思われるかもしれませ

んが、それは、この調査が以下のA~C、三つの

コンポーネントから成る大変欲張ったプロジ
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ェクトだったためです。教師が児童中心型授業

の方法を知らない、教科書が良くないという問

題に対して、モデル教員用指導書作成（A）、

教員養成の方法が悪いという問題に対して教

員養成大学改善（B）、そして、校舎が古い・教

室が狭い・教室が仕切られていないという問題

に対して小学校の校舎改善計画の立て方を教

える（C）、と各々が異なったコンポーネントか

ら成っていました。これを児童中心型授業とい

う中心のテーマでまとめるという調査だった

のです。 
 この調査が目指した主な成果はそれぞれ次

の通りです。コンポーネントAではモデル教員

用指導書。なぜモデルかといいますと、理科と

社会科と総合学習、それぞれの学年について教

員用指導書を作るのですが、取り上げる単元が

全部ではなく一部、大体3分の1だったためです。

当初案では、残りはミャンマー側に引き継いで

作ってもらうことになっていました。コンポー

ネントBの成果は教員養成大学で児童中心型授

業に関する教材を作り、教師を目指す大学生に

使ってもらうということです。そして、コンポ

ーネントCでは校舎改善計画づくりのためのマ

ニュアルを作ってミャンマー側に渡すことが

目指されました。 
 この調査を進める上で大方針として掲げた

ことが二つあります。一つは、カウンターパー

トと本当の意味で協働するということです。つ

まり、成果物を作って置いてくればいいという

のではなく、一緒に仕事をする過程で、考え方、

あるいは方法を身につけてもらう。大勢のカウ

ンターパート・スタッフとの共同作業を徹底し

て行うことで、それを実行しようとしました。 
 2番目の方針は、実際に使える成果物を作る

ことです。我々が作ろうとしているのはモデル

にすぎませんが、そのモデルが実用に耐えるも

のでないといけないわけです。ミャンマー側が

続きの作業をするためには、それを作る過程を

しっかり伝えなくてはいけませんから、そのた

めに共同作業を重視し、作業過程をすべて記録

しました。また、作業の標準化ということも心

がけました。さらに、重要な点としては、常に

現場で試しながら作りました。このようにして

実際に使えるものを残していこうとしたわけ

です。 
 ところが、調査を始めてすぐにわかった問題

があります。それは、肝心の教師が児童中心型

授業というのを実際に受けた経験がないため、

児童中心型授業が一体どういうものかイメー

ジできないことです。これでは、仮に教員用指

導書を作り、それを印刷して配っても、児童中

心型の授業は広まらないということが明白に

なりました。どうするか。まずは児童中心型授

業のワークショップを開き、実際にどのような

授業が児童中心型授業なのかをデモンストレ

ーションして見てもらうことから始めること

にし、そのために調査のやり方を少し変えまし

た。 
 ワークショップでは、一人の教師がデモンス

トレーション授業を行い、それを現職の教師が

見ます。このようなワークショップをミャンマ

ー全国至るところで開きました。つまり、まず

我々がカウンターパートに授業のやり方を教

え、そのカウンターパートが全国でデモ授業を

行い、それを現職の教師に見てもらうというこ

とを行なったわけです。 
 実際の作業進行は、コンポーネントAでは、

指導書作成と同時に学校現場でテストし、ワー

クショップを全国で展開していきました。コン

ポーネントBでは、ヤンキン教員養成大学を実

際の現場としていろいろな調査、あるいは実験

をしました。それから、コンポーネントCでは4
県を選んで全部の小学校校舎の現状を調べ、そ

れをもとにマニュアルを作りました。 
 コンポーネントAはワーキンググループが

中心になって行い、単元ごとにモデルのレッス

ンプランを作ってそれをまとめていくという

過程を何度も何度も繰り返しました。ワーキン

ググループには各教科につき30人ぐらいずつ

の現職教員、あるいは教育省のスタッフに入っ
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ていただき、フルタイムに近い形でこの作業を

進めてもらいました。 
 先ほど申し上げたとおり、この調査は一度プ

ロジェクトが終了した後、コンポーネントAに

関してのみ約1年延長されました。それは3教科

の指導書を全単元について完成させるという

ことになったためです。1年をかけて3教科7冊
全て作りました。その英語版をミャンマー語に

翻訳し、ミャンマー側にお渡ししたわけです。 
 残った課題は、それを使ってどのように児童

中心型の授業を全国に普及するかということ

で、そのために昨年12月、SCCA（Strengthening 
Child-Centered Approach）プロジェクトが始ま

り、児童中心型授業の全国普及が図られようと

しています。 
 
質疑応答 
○参加者：ミャンマーで、教育に係るいろいろ

な問題の、改善を図るため、努力をされている

のはすばらしいことだと思います。ただ、児童

中心型の授業を推進することがこのプロジェ

クトの核だと思うのですが、そのような授業を

ミャンマーの人たちが本当に望んでいるのか

という点を確認する作業は行われたのでしょ

うか。もしそうでないとすれば、日本、あるい

は西側の世界で当たり前になっている考え方

を、相手国の合意のないままに押しつけるとい

うことになるのではないかと感じましたので、

その辺どう思われるのか、教えてください。 
●豊間根：発表の冒頭でも申し上げましたとお

り、ミャンマーの教育における根本的な問題を

認識したのはミャンマー国の教育省自身で、そ

の認識によって要請を日本側に出してきたと

いう点は間違いないと思います。つまり、教育

省に関して言えば、明らかにニーズがあったと

いうことです。 
 他方、一般の人がどう見ているかということ

ですが、少なくとも現職教員はこのようなやり

方をもろ手を挙げて受け入れました。それは

我々が行ってきたワークショップで繰り返し

行なった、参加者に対するアンケートの結果に

もはっきり出ています。このような新しい授業

のやり方を受け入れ、「ぜひ私も実践したい」

という非常に熱心な教師がほとんどであった

ことは間違いありません。 
 ただ、一点課題として残っているとすれば、

親です。残念ながら我々の調査では、親と直に

接するチャンスがなく、親がどう思っているか

というのは調べることができなかったのです

が、感触からすると、親もまたこのやり方を受

け入れていくだろうという予感はしています。

ただ、この点は未確認事項です。 
 
○ 参加者：二つ質問があります。一つは、児

童中心型授業というのは、確かに教師も、教育

省の人も望むと思うのですが、ミャンマーの国

家カリキュラムの中で政策として打ち出され

ているのか、ということです。日本の場合であ

れば、自ら学び、自ら考えるということが国家

カリキュラムの目標になっています。ですから、

児童中心型の授業をしなければならないよう

に国家カリキュラムの教育課程の基準がつく

られていますが、ミャンマーの場合はどうなの

でしょうか。 
 もう一つは、児童中心型の授業というのは一

見易しくみえますが、うそを教えてしまったり、

うそをそのままにしてしまう可能性も高く、教

師の力量にかかってくると思います。この研修

の中では、どのように教師の学力の問題を取り

上げていらっしゃるのでしょうか。 
●豊間根：まずカリキュラムの問題ですが、全

くおっしゃるとおりだと思います。ミャンマー

でもその問題、つまりカリキュラムが変わらな

ければ、児童中心型の授業というのは本当には

根づかないということは認識されています。そ

こで当然カリキュラム改訂も話題に上っては

いましたが、今はまだ手がつかない状況です。

ただ、問題が教育省に意識されているというこ

とは間違いありません。 
 2番目の児童中心型授業が、実は大変難しい
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ということもまさにその通りです。この点は

我々も十分に認識していました。教師用指導書

の良いものができても、それ1冊あればすべて

の教師が非常に良い児童中心型授業の実践者

になれるか、そのようなことはあり得ません。

それを克服するために、次の新しいプロジェク

トが始まったと理解していますが、まずは、現

職の教師に対しては何度も何度もデモの授業

を繰り返し見てもらい、実際に実践するという

機会を設け、研修を積んでもらうしか方法はな

いと私は思います。それと同時に、やはりプ

レ・サービスが大事です。これから教師になろ

うという学生にそのようなやり方をきちんと

教えていく。この2段構えで長い時間かけてや

っていくしか道はないでしょう。したがって、

ミャンマーの教育は、新しい改善の道へ向けて

歩き出しましたが、これは10年、20年、あるい

はそれ以上かかるような非常に大きな変革で

あると私は理解しています。容易ではないと思

います。 
●佐久間：ミャンマーでは、このプロジェクト

の成果を受けて児童中心型の学習を国の政策

として正式に採用し、これを今後全国展開して

いくということを政策として文書化して盛り

込んでいます。ですから今後ミャンマー側がこ

のプロジェクトを自分たちのものとして展開

していく状況になっているということを補足

させていただきます。 
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４－２ エチオピア「住民参加型基礎教育改善（ManaBU）プロジェクト」 

プロジェクトチーフアドバイザー／株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 

研究員 北詰 秋乃氏 
 

ManaBUプロジェクトについて          オロミア州の教育の現状 

このプロジェクトは、通称「ManaBUプロジ

ェクト」と呼ばれています。Manaというのは

現地オロミアの言葉で「家」、Bはバルノーター

で「教育」、Uはウンマターで「社会」、あるい

は「コミュニティー」という意味があります。

続けて呼ぶと日本語の「学ぶ」と、ごろがよく

て良い名前だと自分でも思っています。 
 このプロジェクトは、2003年11月より、特に

基礎教育のアクセス向上に貢献するために計

画され、開始されたものです。まずは、このプ

ロジェクトの特徴を三つ申し上げます。 
 一つ目は、住民と行政のパートナーシップで

す。これは私の理解では、これまで参加してい

ない住民を参加させるとか、参加してもらうと

かではなく、コミュニティーの中で既に住民参

加型で行っていることを支援する。また、その

支援も外部者である我々が支援する、JICAが支

援するということではなく、既存の行政機関が

パートナーシップとして進めていくことだと

思っております。いわゆる住民の参加型という

よりは、住民と行政のパートナーシップではな

いかと考えています。 
 二つ目は、このプロジェクトでは基礎教育の

普及に貢献することを目的に、フォーマル教育

とノンフォーマル教育の両方を扱っているこ

とがあります。  
三つ目は、行政の仕組みづくりです。私たち

プロジェクトの専門家は3人が順次交代でエチ

オピアの村に出向いていって活動しています。

2国間援助でこのようなミクロなレベルで行政

機関と一緒に活動を行うことによって、住民主

体でありながら、そこに行政も責任をもってサ

ービスを提供していく仕組みづくりを行うこ

とを念頭に置いて活動しております。 

エチオピアはアフリカの角といわれる位置に

あり、人口は約6,700万人、GDP90ドル、8割以

上が農民という世界の 貧国の一つで、国民の

44％が貧困層といわれています。 
 エチオピアの教育制度は8・2・2・4制です。

初等教育が8年、このうち前期の4年が基礎教育

といわれていて、四則計算や読み書きを身につ

けるためには非常に重要な時期だといわれて

います。EFAに関しては、エチオピア政府も公

式にEFAにコミットするという表明をしてお

り、包括的な教育の計画である教育セクター開

発プログラムが策定され、現在そのプログラム

の2期目を実施中です。また、地方分権化の動

きについては、2002年頃から、これまで中央に

あった多くの権限が群（ワレダ）に移譲されて

きています。 
 オロミア州はエチオピア11州のうちの一つ

ですが、その下にはゾーン、そしてワレダ（ワ

レダは人口20万程度の規模）、その下にカバレ、

各行政村があります。 
 この政策の中でポイントを二つだけお伝え

します。エチオピアには、ノンフォーマル教育

の中でもノンフォーマル基礎教育というサブ

セクターがあり、これは基礎教育を普及する上

で非常に重要な手段だということで、きちんと

政策の中に位置付けられております。また、

EFA達成に向けては、行政の資源だけでは間に

合わないため、あらゆる手段を使い、あらゆる

資源を使うという中で住民参加が非常に強く

奨励されています。 
オロミア州における基礎教育の現状は、総就

学率67％、純就学率で51％、すなわち7歳から

10歳の間の子どもが半分しか学校に行ってい

ないという状況です。また、7歳で小学校へ入
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学する児童は、約4人に1人しか学校に入ってい

ないという現状があります。さらに、就学率に

おける男女格差が33％と大きく、1学年目で退

学する児童22％、5人に1人は1年で退学すると

いうことです。1教室当たりの児童数は、75人
となっております。 
 学校へ行かない理由については、まずは絶対

的な学校数が少ない、学校が遠くていけない、

川や山などに遮られて行けないというもの。あ

るいは家庭の経済状況、家事労働、兄弟が学校

に通っているため自分は行けない。女子におい

ては、レイプや誘拐の危険があるため、学校に

行きたがらず、親も学校に行かせたがらないと

いう安全の問題。さらには、保護者の教育への

理解ということもあるかと思います。 
 このような状況の中で住民が、行政のサービ

スが届くまで待っていられないということで、

自ら学校を建設したり、その住民主体の活動に

NGOが支援するような動きが活発にみられる

ようになってきました。それはノンフォーマル

教育、ノンフォーマル基礎教育、あるいは、

近は代替的基礎教育やオルタナティブ・ベーシ

ック・エデュケーションと呼ばれていますが、

過去10年程で非常に活発になって成果がみら

れるようになってきたと思います。 
 ノンフォーマル教育の特徴は、年間スケジュ

ールや日々の時間割りが非常に柔軟なことが

あります。例えば農繁期は授業をなくし、雨期

に開校、もしくは雨期の2か月間だけ開校した

り、1日の中でも比較的仕事が少ない早朝や夕

方にクラスを設置したり、土曜、日曜に学校を

開くといった形態をとっています。教員の多く

が無資格教員で村の中で比較的高学歴の人、8
年生から10年生程度を終了している人が周り

の子どもに教えるというような形態です。 
 ノンフォーマル教育は、場所を問わずに、木

の下や村の集会所などで、私塾的に始めるケー

スが非常に多くみられます。 
 一般的には、フォーマルとノンフォーマルを

比較して、ノンフォーマル教育というと、ライ

フスキルや成人識字教育ということを想像さ

れる方が多いと思いますが、エチオピアの場合

は、ノンフォーマル基礎教育が普通の小学校の

教育と区別しにくくなっており、フォーマルと

ノンフォーマルの垣根が非常に低いのです。 
 エチオピアでは、ノンフォーマル基礎教育は、

前期初等教育の代替であるという考え方があ

ります。これは、ノンフォーマルは、あくまで

も暫定的な教育機会の提供手段であり、将来的

には、なるべくフォーマルな初等教育に入るべ

きだという考え方です。また、ノンフォーマル

教育は、僻地、あるいは過疎地、特に遊牧民地

域などに有効な手段であると考えられていま

す。特に、距離的な問題で学校に通学できない、

あるいは誘拐などの危険がある女子に対して

非常に有効な手段であると考えられています。 
 ところが、このようなエチオピアのノンフォ

ーマル教育にも様々な課題があります。非資格

教員の多さ、教育の質の問題、あるいは、教科

書、教材の深刻な不足。さらには、政府の予算

措置がないため運営資金が不足したり、政府の

支援体制が脆弱であることがあります。特に、

教員は給料をもらえないことも多く、子どもが

学校に通っているものの、教師が不在で授業が

行われないということが頻繁に起こっていま

す。 
 また、フォーマルへの橋渡しとしてのノンフ

ォーマル教育も、結果として子どもたちが公的

な教育システムへ移行できたとしても、実際に

はなかなか学業が追いついていけない等の理

由により、非常に中退者が多いことが問題とな

っています。 
 
ManaBUプロジェクトの取り組み 
 このような様々な現状把握・分析を行う中で、

ManaBUプロジェクトは何をやらなければいけ

ないか考えてきました。もともとは、ノンフォ

ーマル教育支援を目的としたプロジェクトで

したが、ノンフォーマルを支援しているだけで

は効果的ではないということに気がつきまし
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た。 
 そこでプロジェクトでは、できるだけたくさ

んの子どもが、年齢、男女の別なく、社会文化、

経済的に隔たりなく、なるべく近くで、経済負

担が少なく教育の機会を得られるようになる

ことをめざしました。具体的には、学校が必要

とされている地域に地域資源を有効活用した

学校を住民と一緒に建設することになりまし

た。 
 すなわち、ManaBUプロジェクトでは、なる

べくフォーマルなプログラムに参加できるよ

うにすることを基本としつつ、そこから漏れて

しまうような働いている子ども、遠くまで行け

ない女の子などは、代替プログラムで学べるよ

うにしました。 
本プロジェクトのManaBU学校の場合、フォ

ーマル、ノンフォーマル両方を行います。そし

て、公立学校のフォーマル、ノンフォーマルも

両方支援します。このことにより、すべての子

どもたちが学校に行けるというものを目指し

ております。 
 ここでプロジェクトが目指すものは、住民と

行政のパートナーシップの下での学校建設、運

営のモデルを構築することです。そして、今後

そのモデルを他地域でも反映させるというこ

とを考えております。 
 プロジェクトの活動には、四つの柱がありま

す。一つ目はワレダ行政官の能力向上、二つ目

は学校建設支援、三つ目は学校運営支援、そし

てそこで行われる教員の指導、教員研修です。 
 後に、このプロジェクトに期待されている

ものについて、幾つか挙げたいと思います。ま

ず重要なのは、地域の資源を有効活用した学校

建設による学齢児童の基礎教育機会拡大への

貢献。このプロジェクトでの学校建設数は20
校と限られていますので、機会拡大という意味

では直接には余り貢献していないかもしれま

せん。しかしながら、先ほど申し上げましたガ

イドラインを作成し、どういう手順で住民、行

政が協力して学校建設を進めていったら成功

するか、というモデルを作ることで、間接的に

機会拡大への貢献ができるのではないかと考

えております。特に僻地、女子の教育機会の拡

大に役に立てたら良いと考えております。 
 それから、繰り返しになりますが、行政官の

能力向上。そして、住民と行政官のパートナー

シップをめざしていきたいと思います。 
 後にカウンターパートの方たちの声を聞

いてきましたので、それだけお伝えして終わり

とさせていただきたいと思います。（ビデオ） 
 ビデオの1番目に出てきた女性は、オロミア

州のアルシゾーンの行政官ですが、「ManaBU
型の学校、住民参加型の学校建設、運営は、教

育の機会拡大に貢献します。これまでも農民は

お金を出し合ってコミュニティーの学校をつ

くり、それを公立学校として政府に認めさせて

きました。ManaBU学校は、特に遠くまで通え

ない年少の児童やレイプなどの問題で、通学路

での安全が懸念されるような女子児童たちに

貢献するでしょう」といっています。 
 ビデオ2番目に登場した男性は、西ハラルゲ

ゾーンの行政官です。「ManaBU型の学校は、行

政とコミュニティー両方の需要を満たす重要

なプロジェクトです。私たちは、ManaBUプロ

ジェクトを一つのモデルとしてみています。こ

のプロジェクト期間だけでなく、ManaBUでの

経験や成果は、プロジェクト終了後も私たちの

活動の参考となり得ると思っています」という

ことを述べていました。 
 
質疑応答  

○参加者：住民の自主的な活動として私塾的な

学校運営が始まっていたと説明がありました

が、その過程の中で具体的にどのような意識改

革が行われたのかお聞かせ下さい。 
●北詰：オロミア州は、ほかの州と比べても、

一般的に教育に対する理解が非常に高いと説

明されているのですけれども、農村地域でも学

校は必要だと一般的に考える方が非常に多い

のです。ところが、行政の資源不足のためサー
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ビスが届かず、行政の予算がなかなか措置され

ないため学校建設が出来ないという状況です。

村に一つは学校を作るべきだという行政の方

針もあるのですが、実際には行政支援のない村

がまだまだあります。 
 私塾的に始めているというのは、そういった

学校がないところに当然多く、それぞれお金を

出し合って家を建て、村の中にある程度教育を

受けた人が教えるという感じですが、それも結

構ばらつきがありまして、お金がないとか、一

般的には非常に重要だと思っているのだけれ

ども、そこまではまだ至らないというようない

ろいろな段階の村があると思うのです。 
 実はプロジェクトとしてもどのような介入

をしたら良いのか、非常に悩んでいますが、や

はり比較的需要の高い、つまりニーズが高いと

思われる、様々な判断基準を私たちでつくりま

した。例えば就学率が極端に低い地域、経済状

況が極端に悪い地域、男女格差が極端に悪い地

域、教育のニーズという部分と、住民がどれだ

けやる気があるかということを量るような基

準を設定し、その中で住民のやる気が比較的高

い、そして教育ニーズが比較的高い、つまり就

学率が非常に悪いというところを優先的に選

んで実施しています。 
 現在はまだ1年目が過ぎたばかりの試行段階

なので、上途のような地域を選んでいますが、

今後プロジェクトの段階が進むに連れ、やる気

がここまでではないが、この辺のところも対象

にしようとか、いろいろなパターンを選んでい

く必要があるとプロジェクト的には考えてお

ります。 
 

○参加者：継続性や行政官の能力のお話があり

ましたが、どうすれば行政官の能力を上げ得る

とお考えですか。 
●北詰：非常に難しい問題です。個人の能力と、

組織の能力ということがあるかと思います。実

はどの開発援助団体も能力向上を掲げて、様々

なことに取り組んでいますが、外部の人たちが

行う支援の中で、個人の能力を上げることは結

構されているのではないかと考えております。

それは、テーマを絞ったトレーニングなどを通

して、取り組まれていることがあります。 
 私個人の意見なのですけれども、個人の能力

が組織としての力になかなかなり得ないとい

うところが課題ではないかと考えております。

それは、組織としての仕組みの問題が一つあり

ますし、人が交代したときに、学んだこと、教

訓が残っていかない組織の記憶力、オーガナイ

ゼーションメモリーということだと思うので

す。それをどのように構築していくか。その対

策の一つがガイドラインだと考えているので

す。つまり組織の記憶ということと仕組み作り

です。仕組みというのは、ただ制度があれば良

いということではなくて、これはうまくいくと

いったことをルーティン化していく。それを発

展させたものが制度等につながっていくのだ

と思うのですけれども、そういったことをどの

ように仕掛けていくかということが鍵になる

のではないかと考えております。
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５．パネルディスカッション「EFA達成に向けて今後JICAに期待すること」 

・パネリスト‐読売新聞社編集局解説部次長 永峰 好美氏 
    ‐社団法人シャンティ国際ボランティア会（SVA）事務局次長 三宅 隆史氏 

   ‐MBESS元プロジェクト総括責任者 豊間根 則道氏 
‐ManaBUプロジェクトチーフアドバイザー 北詰 秋乃氏 
‐独立行政法人国際協力機構人間開発部課題アドバイザー 林川 眞紀 

・パネル司会‐独立行政法人国際協力機構人間開発部基礎教育グループ長 萱島 信子 

 
次のパネルディスカッションでは、会場の皆

様に休憩時間に書いて頂きました質問紙をも

とに、ご質問、ご関心、ご興味のあるところに

ついて多面的なコメントができるように進め

たいと思っております。それではまず永峰様と

三宅様から、本日の発表を聞いてのコメントを

簡単にいただき、その後、ディスカッションに

入りたいと思います。 
 
１．パネリストからのコメント 

○永峰：私は教育の専門家ではありませんが、

女性問題、人口問題、労働問題などを中心に、

援助の現場での取材もいくつか経験しており

ます。 
さて一般的には、基礎教育と初等教育とは同

じようなイメージで受け止められている場合

が多いのではないでしょうか。今日のお話を伺

いながら、基礎教育とは、人々が社会で生きる

ために必要な知識、技能を獲得するための教育

と定義づけられることを確認しました。これは

今、日本の援助の柱にしようとしている「人間

の安全保障」の中心課題でもあるわけです。 
 国連のメディアミッションや、海外のNGO
の人たちと一緒に現場を回ったことがありま

す。例えば、ネパールなど多産社会では、子ど

もをいかに少なく産んで、健康に育て上げるこ

とが大切かということを、母親、父親たちに教

えていきます。彼らにとっては、価値観の転換

でもあるわけです。まず母親が文字を読めるよ

うに教育する。そうすると薬局で薬が買えるよ

うになる、子どもの健康を守れるようになる、

家の中で母親の発言力が強くなっていく。家庭

の中で、やはり母親が言うことは聞かなくては

というムードが高まる。その母親が集まってネ

ットワークを組み、今度は地域での発言力も高

めていく。そして、母親グループは、もっとお

金を貯めて、子どものために、コミュニティー

のために役立てようと、手に職をつけ、特産品

を販売するなど、行動を広げていく。これこそ

が、「人間の安全保障」でも謳われているエン

パワーメントの実践なのです。 
 このような現場を見ながら、一番基礎にある、

一番必要なことというのは、やはり文字が読め

る、健康が子どもにとっていかに必要なことな

のかということを、母親や父親が理解すること

であり、そのためにも教育が重要だと痛感しま

した。また、女性に力をつけさせることによっ

て、コミュニティー全体が変わっていくという

例が、こんなに身近に存在することを知りまし

た。 
 東ティモールを取材したときのことです。紛

争で両親を失った子どもや民兵組織から解放

された子ども兵士らがコミュニティーに戻っ

ても、コミュニティーでなかなか受け入れられ

ないという状況がありました。こうした子ども

たちがどこに行ったら保護されるかというと、

やはり学校なのです。学校というのは、家庭で

も、コミュニティーでも、自分の場所を得られ

ない子どもたちが、 初の足がかりにするとこ

ろではないかと思います。学校をつくることが、
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コミュニティーに子どもたちを受け入れてい

く初めの一歩になる。これも教育の役割ではな

いでしょうか。 
 先ほど伺った現地のお話で、いくつか印象に

残ったことを申し上げたいと思います。まず、

ミャンマーの例ですが、「日本の教育現場で抱

えている問題と同じでは」という感想を持たれ

た方もいらっしゃったのではないでしょうか。

途上国での教育援助というと、日本と切り離さ

れた、違う世界の話と考えられがちですが、そ

うではありません。逆に、途上国での経験を日

本でもっと生かせる場合があるかもしれない

のです。例えば今、ニートと呼ばれて、なかな

か職業に就かない若者の存在が社会問題にな

っています。途上国での職業教育などは、十分

日本でも参考になる事例があると思います。

様々な事例を洗い出して、参考にできるのでは

ないかと思います。 
 もう一つ、エチオピアの例では、ノンフォー

マル教育の運営方法がとても柔軟なことに驚

きました。日本でも、不登校、虐待された子ど

もたち、あるいは、心の病を抱えている子ども

たちがいます。そういった彼、彼女らを受け入

れている教育機関や、それを支援する動きも出

てきました。ただし、まだ様々な社会的、経済

的な障害があります。途上国での経験などにつ

いて、日本の教育現場と情報交換を進めて、ノ

ンフォーマル教育のあり方、柔軟な運用方法な

どを、ともに考えていければいいのではないで

しょうか。 
 
○三宅：JICA内で教育タスクフォースができて、

このようなシンポジウムを行ったり、政策のガ

イドラインを策定したり、教授法改善のような

ソフト分野の技術協力も実施されたりなど、基

礎教育の改善に昨今取り組まれております。事

業の持続性とよく言いますが、この組織の意思

の持続性というのも非常に大切ですし、是非こ

のモーメンタムを維持していっていただきた

いと思います。 

 では、何点かコメントさせて頂きます。一つ

は、ミャンマーとエチオピアの案件についてで

すが、すばらしいの一言に尽きると思います。

まずNGOの事業と比べて、規模が大きいという

ことです。NGOはいろいろな刷新的な介入を行

ないますが、NGO事業の課題はやはりスケール

が小さいということです。モデルができて、パ

イロット事業が国レベル、州レベルの政策に位

置付けられるということは本当にすばらしい

と思います。 
 二つ目は、ハードからソフト、システムの改

善へとつなげている点です。学校建設のコンポ

ーネントもありますが、基本的にはいろいろな

教員の養成能力、行政官の能力、それから制度

の構築といったソフト、あるいはシステムの改

善につなげている点がすばらしいと思います。 
 三つ目は、革新的だということです。児童中

心主義の教育を導入されているとのことです

が、日本でもこれは大変なことで、そういった

ことにもチャレンジしているのはすばらしい

と思います。 
 後に、もう一つ。今までJICA直営で専門家

を派遣し、事業を実施するというバターンが多

かったのですが、今回、二つの事業とも、民間

コンサルタントに業務実施契約という形で委

託され、民間の能力、利点を生かしていくとい

う部分は、よい傾向だと思われます。ただ、

NGOはなぜ参入できないのかという疑問もあ

ります。NGOは、逆にそこまで能力がまだ十分

ないのかとも思いますし、私どもNGOの課題か、

と思っております。 
 民間委託型の技術協力プロジェクトをJICA
で拡大していただき、NGOとしてもサポートし

ていきたいと思うのですが、もう一方で政策面

の改善も必要だと思います。なぜ1億人の子ど

もが学校に行けない状況にあるのか。様々な要

因を出されましたが、対応が必要とされる一つ

の問題は学費です。 101か国で学費が今も世帯

に課せられています。世帯当たりの収入が少な

い家にとっては、女の子に学費を払ってまで学
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校に行かせる余裕はありません。今年のミレニ

アム開発目標で、EFAのゴールの一つである初

等・中等教育におけるジェンダー格差を是正す

るという約束は、もう既に80か国で破られてお

ります。学費の問題を対応する必要があるとい

うことです。 
 もう一つは、教員の待遇が悪いということで

す。世界に教員が 3,000万人いますが、そのう

ち 2,000万人の教員は、 低限の文化的な生活

をしていくために足りる給与を得ていません。

例えば、カンボジアの教員の給与は20～30ドル、

しかもそれが遅配になって払われないような

状況です。そのような中では、教員も学校が終

わった後にアルバイトをしたり、物売りをした

り、農業を行うなど、他の収入源がなければ生

活していくことはできません。教員が学校に行

かない、授業を行わないという問題は、世界中

にあります。これは、教員の給料や待遇があま

りにも悪いからです。児童中心主義の教育、住

民参加型のプロジェクトを実施したり、校舎を

建設したり、きれいな教科書を配布しても、先

生の給料が悪い、世帯が学費を払わなければい

けないという問題が残っている限りは、EFAは

達成されないのではないでしょうか。 
 
２．ディスカッション 

○パネル司会：ありがとうございました。EFA
の目標をどう達成するかにあたっての根本的

な課題にも触れて頂きました。ここで、会場の

皆様から頂いたご質問に沿って進めたいと思

います。 
（１）教育の質と量について 

 JICAの事業は比較的教育の質にかかわる事

業、例えば、教員の研修や教員の質の向上を中

心としたプロジェクトが多いのですが、量の問

題についてJICAはどのような取り組みをして

いるのか、というご質問がありました。EFAの

目標の中には、初等教育の完全就学を達成する、

女性の識字率を今の倍にするというような量

的拡大の目標があります。同時に、すべての教

育の側面で教育の質の向上を図るということ

も謳っています。しかし、これはよくよく考え

てみますと、二律背反になる場合があります。 
 今、アフリカでは、多くの国で初等教育の無

償化が行われていて、学校は子どもであふれか

えっています。そのような中で直ちに出てくる

のが教育の質の問題です。急速に就学率を上げ

ようとすると、当然のことながら質は低下する。

限られた予算の中で、教育の質も上げながら量

も拡大する、ということは、いわば「二兎を追

う者、一兎をも得ず」ということになりかねな

い難しい問題で、それに挑戦しようとしている

わけです。JICAでもそれぞれのプロジェクトで

量的な問題を中心に据えているものもあれば、

質的な問題に中心を据えているものもありま

す。この教育の量と質という問題をどのように

考えたらいいのか、JICA事業において、もしく

は教育開発そのものの中でどう見ていったら

いいのかということを、それぞれのお立場から

コメントいただこうと思います。 

 
○豊間根：EFAにしても、ミャンマーのMBESS
にしても、目標が数字になって簡単に出てくる

と、ついそこだけを見てしまいがちですが、実

は、量か質かではなくて、教育を改善しようと

思えば量も質も必要なわけです。例えば、就学

率を上げるという課題だけを切り出し、それに

対応するようなプロジェクトを考えるという

方法は適切ではないと思います。私の経験から

すると、ひとつのプロジェクトの中で量にも目

配りするし、同時に質にも目配りする、量と質

を同時に少しずつですが、良くしていくという

アプローチが多分一番有効だし、一番根づくの

だろう、という気がします。 
 課題をスライスして、そこだけ集中的に行う

と必ず反動が来ます。必ずどこか落としてしま

うのです。結局はそれが全体として足を引っ張

ってしまうということになります。したがって、

どのようなプロジェクトであれ、量も質も同時

に少しずつ目配りしながら進めていくという
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のが解決の道だろうというのが私の考えです。 
 

○北詰：エチオピアでは1997年より、教育セク

ター開発プログラムが始まり、政府は就学率を

躍起になって上げようとしました。 初の開発

プログラムの5年間で、例えば就学率自体は

30％台から60％台ぐらいまで飛躍的に上昇し

ました。ところが、質に関することが非常にお

ろそかになってしまい、1教室あたりの子ども

の数が急増し、教科書が不足するなどの質に関

する問題が山積してしまったのです。 
 そこでエチオピア政府は反省して、開発プロ

グラムの2期に当たる2002年から、質にもきち

んと注目していく、という方針を打ち出してい

るのです。プロジェクトに関しては、どちらも

取り組まなければならないと考えております

が、目の前の課題は、どちらかというと、量を

拡大するためのプロセスです。ですから、量を

拡大するためにどうしたら良いかということ

を考え、同時に質ということに関しても考えて

いかなければならないという難しい状況で苦

しんでいるのです。また、プロジェクト終了後

には、構築したモデルをどのように普及させて

いくかということも、非常に大きな課題になっ

ていくと思われます。 
 プロジェクトでは、モデルとして20校が対象

ですが、例えばそのモデルを200校、1,000校へ

と拡大していくという量的な部分も非常に重

要かと考えております。 
 

○林川：私も基本的には、今、豊間根さんと北

詰さんがおっしゃったこととまさしく同意見

で、もちろん量と質、両方とも必要です。ただ

し、途上国の現状を考えると、確かに予算的な

制限があり、どちらかに偏ってしまうのかもし

れないのですが、やはり国際社会の一番の失敗

は、初めから数量的な目標をぽんと前に出して

しまったことではないかと思います。一番 初

からゴールに就学率100％を掲げ、それがドナ

ーから資金を調達するための一つの条件にな

ってしまったわけです。それで、途上国は躍起

になって量を拡大しようとしました。しかし、

それは質の犠牲の上に立ったものであって、広

がってから質を高めるというのは非常に難し

いことなのです。教員の質も保証されず、教科

書もなく、学習環境が悪いときに、さらに質を

向上させるというのも途上国にとってみれば

酷なことなのです。従って援助するドナー社会

も、きちんと現状を見据えて、量と質のバラン

スをどのように進めていけばいいのか見てい

かなければいけないかと思っております。 
 実際に今、先進国といわれた国を見てみても、

いきなり量的拡大があって、それから質的向上

に取り組んだ国はまずありません。 初は小さ

く始まって、徐々に拡大していったという経験

を、日本も、他の先進国も理解しているにもか

かわらず、途上国には違うことを言っているの

です。もう少し自らの経験も振り返りながら、

どのようなバランスが必要かということを検

討していかなければいけない、と思っておりま

す。 
 

○パネル司会：ありがとうございます。JICA
では質と量に対してどのように取り組んでい

るかというご質問もありましたので、ホンジュ

ラスの算数プロジェクトの例をご紹介したい

と思います。 
ホンジュラスで初等教育就学率を100％まで

もっていくためには何が問題なのだろうと先

方政府関係者と議論したときに、一番問題にな

っているのは中退率、落第率だということが分

かりました。EFAで掲げているのは、子どもた

ちが皆学校に入学することではなく、きちんと

した質の教育を受けて初等教育を終えること

が目標ですから、中退、落第があっては達成で

きないわけです。中でも一番課題となっていた

のは小学校低学年の国語と算数です。これを改

善するために、プロジェクトでは教員の質を向

上させることとしました。ただし、教員自身の

学力の問題もあり、教員の質を改善するという
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のは非常に難しい課題です。そこで、教員が授

業をしていくためのネタ本というか、授業を改

善するための教師用指導書を作成し、それを普

及するための研修活動を行っております。 
 質と量というのは切り離せないものだと思

います。具体的なプロジェクトや政策の中では、

双方を調和のとれた形で発展させていかなけ

ればなりません。そのためには教育の開発の技

術的な問題として様々な事例を検証し、日本の

経験も含めてもっと考察していく必要がある

と思います。 
 

○三宅：皆さんと同じく、質と量は不可分の関

係、トレードオフの関係にあるというものでは

ないのです。さらにもう一つ付け加えたいこと

があります。ミレニアム開発目標や、ダカール

の目標など、子どもが教育を受けるのは、経済

開発、社会開発のために必要だといった議論も

ありますが、それより前に、小学校を終えると

いうのは基本的な権利だと思うのです。学校に

行っていないということ自体がおかしいわけ

で、当たり前のこととして、それはすべての子

どもに認められるべきであり、2015年までにと

いうのは遅いのではないかと思っています。 
 
（２）社会的な価値観と教育について 

 次に、文化や習慣、社会的な価値観と教育の

問題をパネリストの皆さんに話していただき

たいと思います。例えば、「教育開発を支援す

る際に、その国の文化や習慣をどのような形で

尊重しているのか」、「それを尊重しながら、例

えば新しい手法や考え方というものをどのよ

うに導入しているのか」、「教育開発はその国の

宗教観や伝統と非常に深くかかわっていると

思うが、そういったことにどのように取り組ん

でいるのか」、「保護者の教育への理解の低さに

ついて、またコミュニティーの教育観について、

どのような認識を持っているか」といったご質

問をいただいております。 
 社会の中での教育の問題を考える非常に重

要な課題だと思いますので、日本での側面、も

しくは途上国での側面等を含めてコメントを

いただこうと思います。 
 

○豊間根：幾つか大事な問題が入っていると思

います。私がこれまでやってきた教育開発の案

件が4、5本あるのですが、今提起されたような

問題は余り意識しませんでした。一つには本当

の奥地に居住するマイノリティを相手にした

わけではないということが一番大きな理由だ

と思いますが、基本的にはその国に今あるもの

を踏まえて協力する、というのが原則だと思い

ます。新しいものをどんなに押しつけても、決

してそれは根づきもしないし、成果も見えない

ため、彼らが考えているものを基本的には受け

入れ、その上でどう変えていくかというスタン

スで行ってきました。 
 ただし、本当に独特の文化、伝統、考え方を

持っていて、教育を拒むような人にはどう接す

るかという問題はあると思います。現実に今、

私もタンザニアの案件でそのような問題と向

き合っています。タンザニアにはマサイ族とい

う遊牧民がいまして、彼らは子どもをほとんど

学校に送らない、そういう文化なのです。従っ

て、就学率が低く、教育を受ける人も少ないと

いう状況です。これをどうするかという問題を

抱えているわけですが、結局は当事者が決める。

外側から機会を提供するするものの、決して押

しつけはしないというのが原則と思いながら

進めています。 
 

○北詰：政府の取り組みの中で、カリキュラム

のローカル化ということが重要な課題の一つ

としてあります。以前、エチオピアではフラン

スの小学校の教科書の翻訳本を使った、子ども

の文化に全く即していない教育が行われてい

たようです。例えば、ベースボールと書いてあ

っても、ベースボールなど見たことも聞いたこ

ともない子どもが、教科書でベースボールを見

てもわからないわけです。そのような反省から、
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現在、地方分権化の中で各州がその地域の文化、

特性を生かしたカリキュラム・教科書を、責任

を持って策定することになっています。さらに

州の下の行政機関でも、教科書・カリキュラム

のローカル化の取り組みが始まっているよう

です。 
 また、宗教と関連した事例を一つ紹介したい

と思います。私たちが活動している地域の一つ

にムスリムの地域があり、そこではムスリムの

非常に強いリーダーがいて、宗教教育が基礎教

育よりも重要であるというのです。例えば、同

じ時間に普通学校のクラスとコーラン学校の

時間があると、コーランを先に学んでから小学

校に行きなさい、という考えがあるようです。

このように宗教の影響が強い地域では、子ども

たちはコーラン学校が終了してから普通学校

に行くことになり、小学校入学時期が遅くなっ

たり、入学せずにやめてしまったりという例が

多くあります。また逆に、コーラン学校で国語

や算数を教えている例もあり、小学校の教科書

を使って読み書きを教えているというところ

もあります。 
 宗教学校で、既に基礎教育カリキュラムを実

践しているようなところはリーダーを巻き込

み、逆に宗教が阻害要因になってしまっている

ようなところには、また違う方法を考えるよう

に工夫して取り組んでいるつもりです。 
 それから、保護者の理解に関する事例も1点
だけご紹介したいと思います。エチオピアの農

村での問題は、教育を受けたことによって良い

結果が生まれたというモデルが非常に少ない

のではないかと思います。村に行って、読み書

きできる人といっても、片指で数えられるぐら

いしかいなかったりします。教育を受けたらそ

の先に何があるかというのがなかなか見えに

くいところがあり、成人教育というのも重要に

なってくるかと思っています。 
 

○豊間根：北詰さんのコメントに、1点補足さ

せていただくと、親の理解が低いというのは、

本当に大問題です。このために就学率が上がら

ないというのは世界共通の問題です。私の経験

から、親の理解を得るためには、次の三つポイ

ントがあると思っています。 
 一つは、横並び意識を刺激することです。日

本も含めて、どこの国でも親は横並び意識が非

常に強いです。ですから、隣の子どもが行くな

らうちの子もという意識が非常に強く働きま

す。これをうまく利用するのです。 
 二つ目は、北詰さんのご指摘の通り、教育を

受けることが現実の利益を生むということを

見せる、あるいはそれが見えることです。これ

がないとなかなか親は動かないと思います。 
三つ目のポイントは、インドネシアの経験で学

んだことですが、親を学校に呼ぶのではなく、

学校が親の方へ出向いていくというアプロー

チをとることです。これは非常に有効らしいと

いうことが分かりました。親を学校に呼んで説

教するのではなく、学校側が親の方に出向いて

いくと、親の意識ががらりと変わります。教育

は大事だと分かるようになるのです。こういっ

た3点をうまく使ってプロジェクトを組むこと

で、効果が出てくるのではないかと思います。 
 

○林川：相手の民族の文化や習慣を尊重しなが

ら、どのように教育を広めていくかという話が

ありましたが、私は逆のケースを経験していま

す。 
ジンバブエであるNGOと成人女性のための

識字プロジェクトを行っていたことがありま

す。相手の女性たちの民族性とか言葉をこちら

が尊重しようと思って、彼女たちが話す言葉で

教科書を作ることになりました。しかし、教科

書のプロトタイプを作って、実際にテストして

みたら非常に評判が悪かったのです。何故だろ

うと意識調査をもう一回してみたところ、女性

たちは、英語で習いたかったということが分か

りました。ジンバブエでは英語ができないと商

売ができないのだと言われ、急遽、教科書を全

部作り直しました。これは、習慣とか文化を尊
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重し過ぎたために裏目に出た話です。 
 中国雲南省の少数民族の女性たちを対象と

した識字プロジェクトでも同様なことが起き

ました。そのときは先に要望を聞いたのですが、

彼女達は、中国語でも、自分たちの言葉でもな

く、英語で習いたいと言ったのです。なぜかと

いうと、雲南省というのは今、非常に観光産業

に力を入れており、この少数民族の女性たちは

小さな編み物をして、観光客相手に商売をして

いるのですが、英語ができないと売れない、と

いうのです。だから、彼女たちは、まず英語を

教えてほしいと訴えたのです。「母国語は？」

と言ったら、「いいの、会話さえできれば」と

いうことでした。 
 相手の民族の文化と習慣を尊重して教育活

動を進めるのは大事だと思うのですが、その前

に、彼らが本当に何を必要としているのかが大

事なのかもしれません。まさしくこれは、北詰

さんがおっしゃったように、教育を受けること

ですぐに何か利益が得られることを示す理由

付けにはなると思います。 
 もう一つ、 近、文化、習慣、教育の関係に

私はさらなる疑問を持つようになったきっか

けがありました。それは昨年パプアニューギニ

アに、学校にテレビを導入して遠隔授業をする

というプロジェクトの調査に行きました。それ

こそ未開の地というのに生まれて初めて行っ

たような感じでした。そこは 800近い部族があ

り、いまだに隔離された山の中に住んでいるよ

うな状況で、果たしてテレビを導入して本当に

良いのかと非常に疑問に感じました。彼らは、

きっとそのようなものがなくても日々平和に

暮らしているのでしょうが、テレビが入ってき

た学校の先生たちや生徒の話を聞くと、非常に

ポジティブな反応が返ってきました。やはり情

報社会から彼らを断絶するわけにはいかない

わけです。果たして、テレビが全学校に普及し

たら、彼らの教育が広まり、彼らの民族性がよ

くなるのかどうかは分かりませんが、その時、

久しぶりに非常に大きな疑問を感じ、果たして

この国にどういう教育が必要なのか本当にわ

からなくなった経験をしました。 
 

○永峰：社会開発の分野で、伝統・文化と教育

とをめぐる問題を取り上げる場合、様々な摩擦

がみられます。これは、国際会議においても常

に出てくる、ある意味では永遠のテーマでもあ

ると考えます。例えば、なぜ女の子を学校にや

らないのかといった議論の時に、一部のイスラ

ム社会の人たちは、男女は平等であるけれど、

自らの文化の伝統的価値観を尊重する必要が

あり、そうすると、女の子の教育については後

者が優先され、学校にやるかやらないかの判断

がなされる、というような論理展開をします。 
 伝統的価値観には、宗教や慣習などが含まれ

るのでしょう。もちろん、各民族の伝統的価値

観を尊重することは非常に重要なことですが、

いま振り返って考えてみると、社会の中で も

弱い立場に置かれ、発言できなかった女性たち

に、しわ寄せが来ていると言えないでしょうか。

例えば、アフリカなどでの早婚問題、女児の性

器切除、女の子に教育を受けさせる必要はない

という伝統社会のあり方など、グローバル社会

の中での人権という観点から、今だからこそ改

めて考えてみる必要があるのではないでしょ

うか。それぞれの伝統や文化を十分尊重しなが

らも、個人には、できるだけ多くの機会や選択

肢を与え、自ら選ばせる‐国際標準としての

「人権」という視点の導入が、現代社会では欠

かせないというメッセージを伝えていかなけ

ればならないのではないかと思います。 
また、ジェンダーという視点からみると、日

本社会にも問題点はたくさんあります。国連の

経済指標をみれば、日本は上位に位置付けられ

ます。しかしながら、女性の社会進出度、例え

ば国会議員の女性比率、民間企業の女性管理職

の割合、男女の賃金格差などを総合した「ジェ

ンダーエンパワーメント指数」をみると、71
か国中で38位という、先進諸国の中ではほとん

ど 下位に近い数字が出てきます。 
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 日本社会でも、伝統、慣習などに縛られ、「女

性は昔からこうであるべきだ」という考え方が

根強くあります。先ほど挙げました、国際標準

としての人権の視点は、日本社会にもまだまだ

必要なことなのです。 
 

○三宅：文化というのは、どのように定義する

かというので変わってくると思いますが、私た

ちの団体では、文化は「人間の社会の中の基礎

を構成するもの」であると思っております。で

すから、文化的な側面を無視した開発協力とか

援助というのは基本的に失敗すると考えてい

ます。別に人類学者みたいになる必要はないの

ですけれども、文化的な背景とか側面をよく把

握しておく必要があると思われます。 
 文部科学省国際教育協力拠点システムの調

査事業で、国立教育政策研究所と教育協力NGO
ネットワークで、成人識字分野の日本のNGO
の活動の調査を行い、様々な日本のNGOの識字

活動についてインタビューさせて頂きました。

その中で、ピースウインズジャパンの事例では、

アフガニスタンで収入向上を目的とした生活

改善のための養鶏事業に参加した女性たちか

ら、「自分もコーランを読みたい」という要望

があり、識字のプロジェクトが始まったという

ことがありました。アフガニスタンの女性は、

タリバン時代、女子や女性の教育を完全に否定

されてきた後コーランを読めるようになりた

いという女性の願いから識字活動が始まった

のです。この事例から得られる私たちの教訓は、

文化の持つ力を大切にし、文化を基礎にして教

育の事業なり、援助の活動をするというのが必

要であるという点だと思います。 
 

○パネル司会：ありがとうございました。文化

や習慣、社会的価値観と教育というのは非常に

大きなテーマで、切り口もさまざまですし、ス

タンスというか、主張も少しずつ違っていたよ

うに思います。 
 近代教育というものを見てみますと、世界中

万国共通で、ほとんど同じ形で行われているの

が現状です。1教室あたり40人くらいの子ども

たちが、先生と対面で並んで、国語や算数、理

科、社会といった勉強をするというように、非

常に似ています。世界中でこんなに似ている、

しかも、世界中の子どもたちが受けなければい

けないことになっているものが他にあるでし

ょうか。近代になる前はもっと多様な形の教育

があり、それぞれの社会の中で生きていくため

に必要な基礎的ニーズはそれなりに満たされ

ていたと思います。しかし今は、国際的に規格

化された教育を広く普及することが、実は余り

疑問も持たれずに、国際的にも主張されている

のだと思います。 
 それにはそれなりの理由があって、グローバ

ル社会の中で、近代教育を受ける必要性を恐ら

くだれも否定することはできないと思います。

そのような中で、個人や社会のニーズと多少合

わない部分が出てしまうのかもしれません。ま

た、個々のプロジェクトを実施する中でも、教

育省の人が言うこと、地域社会の長が言うこと、

親が言うこと、子どもが言うことは皆違うので

す。実は、文化的な価値観というものに本当に

固定的なものがあるのかどうか、また、教育の

実利と伝統的な価値観とはどのような関係に

あるのかというところは、現場にいてもいろい

ろ感じるところがあります。 
 もう一点、JICAなり日本は基本的にはどこに

スタンスを置くのか、援助する側の立場として 
「かくあるべし」というものがあってこそ協力

できるのではないかという、永峰さんの問いか

けも忘れてはならない点だと思います。社会の

あり方なり、ジェンダーのあり方なりについて、

日本はこのような立場をとるため、こういう協

力はしたい、したくないといった意思表明をす

ることは必要だと思われます。また、合わない

のであれば協力しないという選択と同時に、相

手側のあり方を尊重する柔軟性も必要です。実

際の個別のプロジェクトにおいては、いろいろ

な問題が絡まって、表れてくるのだろうなと思
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います。 
 
（３）JICA型支援の限界について 

 ご質問の中で非常におもしろく、また重要な

問題だと思う点について触れさせていただき

ます。JICA型支援の限界についての質問を頂き

ました。EFAの目標は、「全世界すべての国で

初等教育の完全就学が達成される」、「男女の就

学率の格差がなくなる」など、今の途上国の教

育をみていると、一体そのようなことが可能な

のかと思うような、非常に壮大な目標が国際的

に立てられているわけですが、JICAの個々のプ

ロジェクトは小さいものです。期間は3年から5
年と限られていますし、プロジェクトコストも

小さいもので数千万か1億円、大きくても5億か

ら8億円ぐらいが一つのプロジェクトコストの

限界です。協力するに当たっては、日本のリソ

ースを使う。それがアドバンテージになる場合

もあれば、ディスアドバンテージになる場合も

あると思います。いろいろなJICA事業の制約が

ありますが、恐らくそれはNGOの方々にとって

も、NGO型事業に制約があることと同じだと思

います。 
 そのような制約を持ちながら、非常に大きな

目標を掲げてJICA事業をやっております。それ

で目標が一体達成できるのか、達成するために

どのような気持ちで活動しているのか、という

ような点についてパネルの方からご意見をい

ただこうと思います。 
 

○北詰：私が関わっているプロジェクトの範囲

内で考え得ることを三つ申し上げます。 
 一つは、私たちのプロジェクトは今、20校の

学校を建設するという約束をしています。1年
目が終わった現在、7校の建設を手がけている

のですが、エチオピア政府側からは、早く沢山

の学校を様々な場所に建設してほしいとの要

求が出ています。要するに、量的に、面的によ

り多くのニーズに対応してほしいとのクレー

ムが絶えません。それにどのように対応してい

くかということが、一つの非常に大きな課題で

あり、そこにはJICAの支援、スキームの中の限

界があります。プロジェクトを早く多く実施す

るには、多くの資源を投入し、早く建設しなけ

ればいけません。それに対応できるような支援

のスキームがないか、と考えています。しかも

できるだけ安価な現地の資材を活用し、

ManaBUプロジェクトでやっているような参加

型で建設しようとすると、なかなか対応しきれ

ない、という問題があります。 
 二つ目は、今、萱島さんが指摘されたように、

世界中で教室型の教育が主流の中、エチオピア

では、国民の11%を占めているパストラリスト

（遊牧民）の教育というのが非常に大きな問題

となっています。パラトラリストが住む地域の

就学率は低く、13％、14％位の人しか学校に行

っていません。そのような人たちにどのように

教育を届けるか、あるいは届くようなサービス

を提供するか、教室型ではない教育支援をどの

ように考えていくか、ということは、支援しな

い、という選択肢も含め、非常に難しい問題だ

と考えています。 
 三つ目ですが、エチオピアのような 貧国で

は、資源、資金、教員、資材等いろいろなもの

が足りていません。その全体的な資源を拡大し

ていかなければなりませんが、それは、個々の

小さなプロジェクトで3年間だけというのはな

く、全体的な教育のリソース自体を底上げして

いかない限りは、教員数も学校数も拡大しない、

という非常に大きな悩みを抱えています。多く

のドナーは、その一つの対策として財政支援を

行っているのですが、日本の支援はそれには対

応していません。 
 そのようなことも含め、全体的な資源の拡大

にどのように対応していくかということが一

つの大きな課題かと考えています。 
 

○豊間根：どのようなプロジェクトもいきなり

全国を対象に実施できるわけではないので、ど

んな援助をするにしても、 初は必ず小さく始
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まることになると思います。ポイントは、その

プロジェクトが終わった後どうなるかという

ことです。私がこれまでやらせていただいた案

件を見てみますと、幸いなことに、 初は小さ

く始まっていますが、徐々にそれが全国に広が

っていく、あるいは政策に取り上げられていく、

というような形で広まりつつあります。ですか

ら、そのような形でプロジェクトが点から始ま

り、少しずつ面に広がっていくのを期待するし

かないのか、と思います。 
 具体的にいいますと、インドネシアで実施中

のプロジェクトは、現在、フェーズ3に入って

います。これは、パイロット的に始めた小さな

事業が、インドネシアの教育省が自ら運営する

事業に、少しずつ変わりつつあり、現在、フェ

ーズ3でその支援を行っている 中です。そし

て、将来的にはインドネシア教育省が、自らの

予算で運営する事業になっていくことを期待

しているわけです。 
 タンザニアで行っているスクールマッピン

グ・マイクロプランニング案件は、これが対象

としているのは全国のわずかな部分ですが、こ

れもタンザニア社会にグラスルーツレベルで

一つの大きな社会変革を起こしているのだ、と

いうことを実感しました。タンザニアの教育省

がその後をどう引き継いで行くか、それを制度

化していくきっかけは何か、ということを現在

模索中です。従って、小さく始まるのはプロジ

ェクトの宿命でありながら、それをどのように

拡大普及していくか、という点を念頭におきな

がら活動を進めていくことが、我々に求められ

ている役目だと思っています。 
 
○林川：私は、JICA型の支援に限界があるとは

思いません。確かにプロジェクト期間は限られ

ています。コストが低いとありましたが、

UNESCOと比べると、JICAのプロジェクトコス

トは決して低くありません。UNESCOのように、

数千ドルから数十万ドル程度のプロジェクト

を1、2年しかできないような世界から来ると、

JICAは何とお金持ちなのだろう、と目が飛び出

る思いです。 
 確かに、JICAの支援の形（スキーム）の面で、

もう少しフレキシビリティーがあればいいか、

と思いますし、その点では限界があると言える

かもしれません。しかし、もう少し大きな話と

して、世界のEFAという目標達成に貢献するた

めに限界があるかといえば、私はそうではない

と思うのです。JICAのプロジェクトが2年であ

ろうが、3年であろうが、それは必ずEFAとい

う目標の達成に貢献していると思いますので、

その意味では決して限界があるとは思いませ

ん。特にJICAも、ほかのドナーや国際機関も、

途上国で行っている教育開発の活動は、あくま

でもJICA的用語を使えば側面支援、もう少し一

般的にいえば、国家努力への付加価値をつける

ようなものだと私は思うのです。 終的には、

教育はその国の責任できちんと広めなければ

いけないと思うのです。財政的に厳しい途上国

に非常に厳しいことを言うようですが、 終的

には国の責任でやらなければいけないのだと

思います。 
 ただ、ドナーが入ることによって、相手国の

方たちも一緒にプロセスをたどります。その過

程を通じて、相手国の人たちが様々な能力を身

につけていく、ということは、相手国の能力開

発につながっており、そのような意味で、たと

え1年であろうが、2年であろうが、3年であろ

うが、一緒に活動することによって相手国の能

力開発に貢献していると思えば、やはりJICA
や他ドナーの支援に限界があると私は思わな

い、ということをお伝えしたかったのです。 
 

（４）日本のODAについて 

○三宅：日本のODAについて、1点だけ簡単に

述べさせていただきたいと思います。それは教

育援助のモダリティーの問題です。日本のODA
は、従来プロジェクト型支援しかできないとい

うことは、先ほど申し上げました学費の問題や

教員の給与の問題、つまり本質的な問題への対
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応がどうしてもできない。もちろん、先ほど林

川さんが指摘されたように、子どもに教育を施

す義務は、根本的には途上国政府自身が負って

いるのだと思います。ただ、ダカール会議で「真

摯にEFA達成に努力をする国が、その資金の不

足によってそれが妨げられてはならない」とい

うことが確認されました。この文言は、沖縄の

G8のサミットの 終コミュニケでも確認され

ております。ですから、途上国政府自身がまず

行い、それで足りないところは支援する義務が

国際社会にあるということです。その額、つま

り必要な援助されるべき額は幾らかというと、

年間56億ドルです。これは、世界の軍事費の2
日分にも満たないわけです。しかし、日本政府

の拠出が可能かというと、現状のモダリティー

の制約のために制限があるわけです。これは

JICAの責任ではないわけですが、そういった政

策面の改善を図る必要があります。また教育セ

クター開発計画と整合性のない、単独の技術協

力ばかりを行っていくと、途上国の教育省は、

その手続費用がかさんでいくわけです。 
 例えば、2000年だったと思いますが、ガーナ

の教育省は、ドナー国のミッションを56回受け

入れているのです。訪問者が多いとそのロジの

アレンジだけで教育省の人たちは大変になり

ます。このような負担は軽減する必要がある。

そのためにはドナー協調を進め、手続費用を減

らしていくことが必要だと思います。今、JICA
がすばらしいと思うのは、分権化の流れに沿っ

て、教育分野でのセクターワイドの動向などを

把握し、調査する各国の企画調査員の配置を増

加していることです。 
 EFA-FTIの良いところは、感染症撲滅基金な

どのようにワシントンDCに資金を集め、それ

を必要なところに配分していくというメカニ

ズムではなく、その国で配分が決まる、という

ことです。たとえばホンジュラスなどは非常に

成功している例だと思います。日本の算数教育

の協力というのも高く評価されています。途上

国がまずオーナーシップをもってPRSPや長期

的な財政計画と整合性をもった教育セクター

開発計画をつくり、それを複数のドナーが協調

して、それぞれのプロジェクト、あるいはセク

ター支援、財政支援がうまく組み合わされてい

く必要があります。そのために教育分野の専門

家が各国に配置される必要があるわけです。そ

のような意味で、 近のJICAの動きというのは

評価できると思いますし、今回、来場くださっ

ている教育開発に関心のある若い学生さんた

ちが卒業してからも、そういった分野で活動で

きる場を提供していくということも必要だと

思います。 
 
○永峰：今お話を伺っていて、プロジェクト一

つひとつは本当にすばらしい。エチオピアの例

も、ミャンマーの例も、広く世間に知らせたい、

明日にでも何かで発信したい、わくわくするよ

うな内容です。でも、それがなかなか国民全体

に周知されないのは、なぜでしょう。教育プロ

ジェクトだけでなく、援助全体について言える

ことかもしれませんが、2点ほど挙げたいと思

います。 
 一つは、今、JICAも組織を見直し、人間開発

部もできました。教育、保健、文化、農業、平

和構築など、いろいろなセクター支援を有機的

に連携させようという一つの試みなのかもし

れません。とはいえ、各セクターの専門性が非

常に高く、細分化されているため、一つひとつ

のプロジェクトは良い活動をしているにも関

わらず、なかなか繋がりがみえてこないのです。

一般市民に援助をアピールするには、個々のプ

ロジェクトがどう繋がっているのか、もう少し

わかるように整理されることが必要ではない

でしょうか。 
 2点目は、国民参加についてです。今ODAの

実践計画の中でも、国民参加というキーワード

がよく使われます。JICAもモニターを使う等、

国民参加のモデルを打ち出されています。それ

自体、一つの試みとして評価されることだと思

います。ただし、ちょっと意地悪な見方をする
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と、先ほどエチオピアの報告にもありました通

り、「住民参加型」という言葉がひとり歩きし

てしまうことで、時に危険なこともあるのです。

まさにそれは、日本においても言えることでは

ないでしょうか。 
 「国民も参加している援助だから、皆わかっ

ているよね」という具合に、実は援助の中身を

よく理解しないままに進んでしまうという危

険性をはらんでいるのが、「国民参加」という

言葉ではないかと思うのです。実際に国民がも

っと援助の問題に関心をもち、「国民参加の援

助とは何か」という議論にまで発展させていけ

ればいいのですが。今のトレンドからみると、

国益優先型のODAでなければいけない、といっ

た発言が出ています。この発言こそ、日本の国

民がいかに精神的に貧しいかということにも

つながっていると私は考えます。国民の理解を

深めるためにも、もっと情報公開、情報発信を

していくことが必要ではないでしょうか。双方

向のネットワークを使っていくなど、どのよう

な形にしろ、広報の仕方の問題点というのが挙

げられるでしょう。 
 
○パネル司会：ありがとうございました。JICA
のプロジェクトの一つひとつは確かに小さい

ですが、小さなパーツが集まって全体を構成し

ています。しかも、小さなパーツはそれぞれに

連携しているので、例えば学校に働きかけるこ

とによって地域社会が変わったり、逆に教員の

質を変えようと思うと、学校内のマネジメント

も考えなければいけなかったり、一つひとつの

プロジェクトは目的と期間とアプローチを区

切っていますが、それが、ほかのプロジェクト

と非常に絡まっています。そのような認識があ

るからこそ各ドナーは、ドナー協調という一つ

の大きなフレームワークの中で動こうとして

います。個々のプロジェクトの努力を一つのベ

クトルに集め、一つの効果を出していく必要が

あるというのは、本当にご指摘の通りだと思い

ます。そのような中で、小さなプロジェクトも、

例えば政策レベルにも影響が及ぶかもしれな

いですし、国全体にも波及効果が生まれるかも

しれません。 
 その一方、EFAを進めていく上で、政策的な

アプローチや国際的な盛り上がりのためにも

日本国内のサポートは必要で、JICAの広報とい

う点で、私自身も含め、不十分なところがまだ

あると思います。このようなシンポジウムなど

を行う場合も、「途上国の教育開発とは」とい

うようなものになってしまうのですが、実はも

っと身近なところで、教育そのものについて、

自分の原体験を含めたような形で、一般の方々

と教育開発について語り合うような場が必要

なのかもしれない、と感じました。 
 
（５）EFAと日本の教育 

 後に、EFAと日本の教育、もしくは日本型

の援助、というようなことについて、パネリス

トの皆さんからコメントを頂こうと思います。

例えば、よく顔のみえる援助をしなければいけ

ないとか、日本が協力するに当たっての優位性

は何かとか、日本は本当に教育が優れているの

かとか、もしくは教育協力を実施することによ

って日本国内の教育現場に還元されるものが

あるのか、など、考えるべき点が多々あります

が、日本国内の教育現場は、まだ非常にドメス

ティックな世界にあります。開発教育や総合学

習などで、国際化も取り上げられているものの、

日本の学校現場で途上国の教育問題や教育開

発を取り上げて下さっている方はまだ少ない

のが現状です。 
 これらについてどうあるべきなのか、どのよ

うに変わっていくべきか、もしくは、問題点や

よいところがどこにあるのか、ということにつ

いて、一言ずつコメントを頂きたいと思います。 
 
○林川：いつも気になることは、日本の顔がみ

える援助とは何か、ということです。特に私は

久しぶりに日本に帰ってきて、その言葉をよく

耳にするのですが、一体誰にどのような日本の
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顔をみせるのかということが気になります。こ

れは、日本国民に対して、日本がこれだけの税

金を使って、これだけ良い仕事を途上国にして

いるのだ、ということを見せたい顔なのか。あ

るいは、途上国側の人に対して、途上国に日本

人が行って、こんなに援助しているのだ、とい

うことを見せたいのか。それとも、他ドナーに

対して、日本もこれだけやっているのだ、とい

うことを見せたいのか。日本の顔が見える援助

と言うだけではさっぱりわからないと思いま

す。私は長年、日本の外から日本を見ていて、

日本の顔が見えるかといえば、余り見えなかっ

たのは確かだと思います。 
 しかし一方で、他ドナーの顔がそれほど見え

ていたかと言うと、そうでもないのです。もち

ろん、国連機関は少し違うと思います。例えば、

イギリスが非常に大きなプロジェクトを中国

でやっているからといって、中国にいる人は知

っているかもしれませんが、お隣のモンゴルや、

中国の中でも、一つの省でドナーがかかわって

いたとして、他の省ではそのことを全然知らな

かったりします。ですから、顔がみえる援助と

いうのは一体何なのか、ということをきちんと

定義付けて初めて日本の顔が見える援助をし

ましょう、と訴えた方がいいのかもしれないと

いつも思ってきました。 
 私の勝手な理解では、日本の顔がみえる援助

とは何なのか、ということは、余り重要ではな

いと思うのです。日本がプロジェクトをしてい

れば、そこの現場の人たちは日本の援助を受け

ている、ということをきちんと意識しているこ

とは確かです。現場へ行けば、それは明白で、

その積み重ねが大事なのではないかと思いま

す。 
 もう一つは、日本国内で、日本がどれだけ途

上国への援助をしているのかを示すには、先ほ

どの国民参加というところだと思います。途上

国でおきていることは、日本で無縁のことでは

ないのです。開発教育が盛んに行われています

が、今、世界や日本で使っている商品や食べ物

は、かなり高い割合のものが途上国で作られて

いるわけです。そのような意味で、日本と途上

国は、援助関係だけの関わりでない、というこ

とを小さいころから伝えていかなければいけ

ないと思います。日本のODA活動としてどのよ

うなことがされているのか、ということを国民

が理解し、それらの活動に国民が自ら積極的に

参加していくことで初めて、日本の顔が国内で

も国外でも見えてくるのではないか、と思いま

す。 
 
○北詰：日本の援助の意味というのは、確かに

現場にいると考えさせられ、例えば住民参加型

の学校建設・学校運営というのは、実は日本に

は余り経験がなく、日本がなぜ支援しているの

か、なぜそれが日本でなければいけないかとい

う説明は非常に難しいものがあります。日本が

協力する妥当性がそこにあるかという議論も

ある一方、日本が今まで経験していないことに

取り組んではいけないかというと、またそれも

考えるべき課題であります。 
 結論は明確にはなく、なぜ日本でなければい

けないかというのは、私たちのプロジェクトに

関してはあまりないのではないか、と思ってい

ます。ただ一つ、日本の小学校教員との交流、

ということを考えています。教授法や、教室の

中でのいろいろな工夫（立ち位置・話し方など）、

お金を使わなくても生徒の興味を引くにはど

うしたらいいかなど、教師になる人は教授法と

して学校で学ぶことでもあるかもしれません

が、それだけでなく、経験の中から身につけて

いくような、非常に細々とした工夫を話し合う

ような交流ができたらいいのではないかと考

えています。 
 また、資金を使わなくても教員同士の話し合

いや授業見学から、教員同士が話し合い、学び

合い、刺激し合うことで、授業の質を向上して

いくような経験を交換し、日本からエチオピア

へ、エチオピアから日本へ、というつながりが

できたら非常におもしろいのではないかと思
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っています。 
 
○永峰：2点ほど挙げたいと思います。一つは、

情報発信の仕方ということです。先日、ある大

学に話に行った際、JICAを知らない人でも、青

年海外協力隊は知っていました。またその中に、

青年海外協力隊の日々の行動を大変よく知っ

ている学生がいて、「なぜそんなに知っている

の？」と聞くと、ブログ（日記的ウェブサイト）

で青年海外協力隊員の日誌を読み、非常におも

しろくて、それに書き込みをし、また返事をも

らったりしている、ということでした。青年海

外協力隊員の中には、このようにして情報発信

に熱心な方が少なからずいらっしゃる。こうし

た草の根の情報発信を、JICA本体の情報発信と

連携させていくのも面白いのではと思いまし

た。 
 メディアの問題もあるでしょう。今後ブログ

のようなグラスルーツメディア、もしくはイン

ターネット、それらをどのように融合しながら

一緒に問題を絞っていくか、という点が非常に

重要になってくるでしょう。 
 青年海外協力隊員が発する情報とマスメデ

ィアの情報をうまく融合させる方法があるの

か。今後携帯電話をはじめ、様々な通信ツール

を駆使できる若者世代に対して、どんな情報発

信をすればいいのか。それは、JICAの広報のあ

り方だけではなく、私たちメディアも考えなく

てはならない課題です。 
 もう1点、日本の教育についてです。ジェン

ダーの観点からいうと、日本の場合、教育の機

会においては男女全く平等で、大学によっては

女性の方が成績が良いというところも少なく

ありません。恐らく学生時代に男女格差がある

ことに気づかない人は多いでしょう。しかし、

非情な社会格差というのはあります。つまり日

本の場合、教育は平等ですが、その後社会人に

なると、格差が出てくる。なかなか女性の社会

的地位の向上につながりません。賃金格差も含

め、日本の教育と社会のあり方とのギャップを

どう埋めていくか。もう少し教育現場でも真剣

に考えていくべき時だと思います。 
 
○三宅：日本の教育経験の活用ですが、様々な

観点から可能だと思います。私が一番大切だと

思うのは、日本は教育に投資し、そのことが経

済・社会発展の基礎というか、それが原因にな

ったということだと思います。 
 小学校、中学校を無償化し、教科書までいま

だに無料で配布しています。そのことが経済社

会発展に貢献できる人間をつくっていったと

いうことを日本は誇りをもって途上国政府に

提言する必要ができます。文科省はいまだに教

科書無償制度として約450億円を使っているわ

けです。UNESCOの通常予算というのは丁度同

額程度です。それが経済的なリターンを生んで

いる。それは日本の誇れることだと思います。 
 従って、途上国の政府に対して、学費を無償

化し、教員の待遇を改善するということ、つま

り通常経費の支援や政策面の提言をするとい

うことが日本の教育協力の 大の課題だとは

思います。 
 
○パネル司会：ありがとうございました。 
 私自身、様々なプロジェクトで途上国に行っ

て、教育の現場に入って、日本と一緒だと思う

ことがよくあります。もちろん教室の形も、子

どもの就学の状況も全く違いますが、親はどう

いうときに子どもを学校へ送ろうと思うのか

とか、教師はどうしてここで頑張らない、きち

んとした授業をしないのだろうか、できないの

だろうかというのは、実は日本の状況と構図は

ほとんど一緒だと思うことがあります。 
 例えば、アフリカではネイティブランゲージ

で教育をしなければいけないと言われながら、

ネイティブランゲージによる教育制度を導入

すると就学率がぐっと落ちる。それは、先ほど

林川さんが話されたこととも同じなのですが、

実は親も子どもも、どのような言語で教育を受

ければ一番よく身につくかというよりも、どう
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いう言語を学校で身につけると、自分の将来が

より豊かになるかということを直感的に知っ

ているからです。これは日本で我が子を日夜進

学塾に通わせていることと実は一緒ではない

か。実は、EFAというのは途上国の話だけでな

くて、日本も同じだ、と思う時がよくあります。 
 そのような目線で見てみると、相手国の教育

開発にとって何が必要なのかというのは、実は

公理公式にあるような方策だけではなく、この

子にとって一番いい教育というのは何なのか、

この教育現場が変わるためには何が変わらな

ければならないかということを、自分のものと

して考えることから、見えてくるのではないか、

と思います。そのような意味では、社会の中に

おける教育というのは、実は途上国も日本もそ

れほど変わらない。日本の教育のことを一生懸

命考えるように、途上国の教育のことも、よく

現場を知って、プロジェクトを作っていければ

良いと思っております。 
 
（６）JICAに期待すること 

 後に、NGOとジャーナリストとメディアの

方に来ていただいておりますので、JICAに対す

る注文や期待、をお一言ずついただき、この場

を終わりたいと思います。 
 

○三宅：僭越ですが、JICAへのお願いというこ

とで、1点目は、基礎教育分野の援助額、現在

115億円ということですが、何年後かの目標を

設定していただきたいということです。もちろ

ん増加の方向で努力を続けていただければと

思います。 
 2点目は、紛争後、あるいは緊急時における

教育が無視されていることがあります。FTIの
流れというのは、本当に優等生の国に資源を集

中するということで、もう一方で重要視されな

くなる国が出てくるわけです。50か国ぐらいが

紛争、あるいは緊急の状況下にある。そちらへ

の援助を、JICAは緊急援助隊など派遣している

わけですが、紛争後、あるいは非常事態におけ

る教育というのが重要かと思い、そちらへの努

力もして頂ければ、と思います。 
 また、今後は就学前教育の案件もふやし、幼

稚園の先生の教員養成のガイドライン、案件も

作っていただければ、と思います。 
 

○永峰：先ほど、メディアとの関係は申し上げ

ましたので、それ以外でお話しすることにしま

す。1点は、 も弱い立場、様々な歪みが起こ

っている紛争地や、エイズの蔓延している地域、

例えば、サブサハラ地域などがそうでしょうが、

そのような地域に目配りしていくのは、やはり

JICAの中心的な仕事ではないか、ということが

挙げられます。 
 もう1点として、ハブ機能といいますか、現

在でも南南教育には力を入れられていると思

いますが、いろいろなプロジェクト・データを

蓄積し、途上国同士で活用できるような、デー

タベースの構築をしていくことに関して、大い

に期待したいと思っております。 
 

○パネル司会：どうもありがとうございました。 
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資料３．JICA の取り組み事例 

 
【JICA の取り組み事例 No.1】 

案件名：セネガル子どもの生活環境改善計画調査（2001 年 10 月～2004 年 9 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 962 万人   1 人当たり GDP 503US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 157 位 

初等教育純就学率 57.9%（女性 54.5%） 

成人識字率 39.3%（女性 29.7%） 

平均寿命 52.9 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 セネガルの学齢期児童の初等教育就学率は､2001 年時点で 57.9％､乳児死亡率 79／1000 人(日本 3／1000､

UNDP、2004)､５歳未満死亡率 138/1000 人（日本 5/1000 人、UNDP、2004）という状況にあり､子どもの置か

れた衛生状況は劣悪です。 

このような子どもの生活環境の悪化やストリート・チルドレンの増大、就学率の伸び悩みなどを解消す

るにあたって、セクター横断的・包括的な方法が も有効であるという認識が強まり、2000 年に就任したワ

ッド大統領は 0～6歳児を対象とした託児機能のある施設「子どもセンター」(Cases des Tout-Petits: CTP)

の建設を全国 28,000 カ所で行うと明言し、その実現に向けて努力を開始しました。また 2000 年の世界教育

フォーラムでは、幼児ケアを含む「就学前教育の拡大

と改善」が新たな目標として追加され、現在、UNICEF、

UNESCO、世銀を中心とした援助機関は「教育」「保健」

分野といった子どもの生活環境改善に関わる援助に積

極的に乗り出しています。 

このような状況を背景に、我が国はセネガル政府の

要請に基づき、家族・子ども省（現：国家 CTP 庁）を

カウンターパート機関として、「保健・医療」「教育」

等のセクターにまたがって、カオラック州、タンバク

ンダ州の子どもの置かれた環境を総合的に調査・分析

し、これを改善するためのマスタープラン策定を目的

とした開発調査が 2001 年から 3年間行われました。 

主な活動  子どもの生活現況調査 

 就学前教育 (Early Childhood Development: ECD)施設として CTP の適切性を実証することを目的とし

た４つ（両州の都市部および農村部に各１つ）の CTP（幼稚園、保育所、託児所などの幼児教育の機能

をもった施設）を建設・運営するパイロット・プロジェクトの実施、及びCTP運営の適切な手段の考察 

 両州における子どもの生活環境を改善するためのマスタープランの作成 

 セネガル側のカウンターパートに対する ECD に係る計画・立案に関する技術移転 

 パイロット・プロジェクトを通じた、マスタープラン暫定案の実証調査 

 セネガル側のカウンターパートに対する CTP 建設・運営に関する技術移転 

特徴  本調査では、ECD 促進のために教育のみならず保健、栄養、子どもの権利等に焦点を当てた包括的なア

プローチが取られました。 

 本調査で提案するマスタープランでは、コミュニティ参加によるボトムアップ・アプローチに重点を

おき、パイロット・プロジェクトの経験と教訓を盛り込み、CTP 建設・運営をいかに持続的なものにす

るかを中心としてその実施組織・制度の強化や活動支援策を提案しました。 

 カオラック州とタンバクンダ州における ECD 計画とともに、国家レベルの組織制度ならびに政策に関

する改善計画も含めて提案しました。 

 現地住民、特に母親に対し、より魅力的でアクセスが容易な CTP を創ること、現金収入の機会を広げ

CTP の財務的持続性を助けること等を目的にマイクロプロジェクトを実施しました。 

 CTP 運営とそのプログラム目的について、現地住民の理解を深めること、CTP への住民参加を促進する

ことを目的にシネバス（映写機搭載車輌）を運営し、ビデオ鑑賞会、後援会、討論会などを行いまし

た。 

EFA ゴール
との関連 

■ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.2】 
案件名：絵本の導入によるスリランカの幼児教育向上プロジェクト 

＜草の根協力支援型＞ 
（2003 年 4 月～2005 年 4 月） 

＜基本情報＞ 

 

人口 1,875 万人   1 人当たり GDP 873US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 96 位 

初等教育純就学率 99.9%（女性 100.0%） 

成人識字率 92.1%（女性 89.6%） 

出生時平均余命 72.5 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

概要 スリランカは初等教育の純就学率が99.9%に達しており、高い教育水準を示しています。幼児教育に関しても、

ユニセフや海外 NGO の支援を受けて幼稚園設立を促進してきた結果、施設、設備は充実してきたものの、保育

教材が不足しており、その中心的役割を絵本に求める声が高くなっています。保育教材としての絵本を保育士を

はじめとする教育関係者、一般市民、出版社などに認知してもらうことと同時に、その導入、普及を図る必要が

あります。本事業では、保育者（子どもの親、保育士、教師）が絵本の教育的効果を認識し、子どもへの良き伝

達者になること、特に保育士につい

ては専門職としての能力（絵本の本

質を理解し、読み聞かせの技術を身

につけ、絵本から遊具作り、自然観

察などに発展させる）の向上を支援

しています。そして地域社会の幼稚

園は「子守りをするところ」、保育士

は「子守りをする人」という幼稚園

観、保育士観をあらため、幼児教育

に対する信頼を持たせることを目指

しています。 

 

主な活動  絵本及び幼児教育の専門家による講演と絵本展示、創作絵本コンクールの優秀作品表彰状 

 保育士研修（絵本の読み聞かせ、指人形つくり、折り紙、絵本作成の指導による簡易絵本の作成等） 

 日本人絵本作家の指導による保育教材絵本作成セミナーの開催 

 翻訳絵本、セミナー及びコンクールの優秀作品の出版と幼稚園への普及支援 

特徴  平成１５年度１月に本事業の実施団体である「スリランカの教育を支援する会」（NPO）から同国の幼

児教育向上のために本事業が JICA に提案されました。 

 同団体は 1999 年以来、スリランカにおいて幼稚園における絵本の導入及び普及のため、絵本に関する

総合的ワークショップ開催の実績があります。 

EFA ゴール
との関連 

■ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

□ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.3】 
案件名：エチオピア住民参加型基礎教育改善（ManaBU プロジェクト） 

（2003 年 11 月～2007 年 11 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 6,727 万人   1 人当たり GDP 90US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 170 位 

初等教育純就学率 46.2%（女性 40.8%） 

成人識字率 41.5%（女性 33.8%） 

出生時平均余命 45.5 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

        

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

概要  エチオピアでは、1997 年より実施された教育セクター開発プログラム（Education Sector Development 

Program: ESDP I）により、初等教育の純就学率が 30％台から 40％台へと上昇しました。しかし、過密状態

の教室、教科書不足、教師不足の問題を抱え、さらに教育アクセスの地域間・男女格差も依然として是正さ

れていません。このような状況を踏まえ、2002 年よりエチオピア政府は ESDP II を策定し、初等教育のさら

なる拡充に重点を置き、カリキュラムが柔軟なノンフォーマル教育を、フォーマル教育の重要な代替手段と

位置づけ、その拡充を重点政策のひとつに掲げています。しかしながら、従来ノンフォーマル教育プログラ

ムは個々の NGO やドナーの支援により運営されてきたため、地方教育行政にはそれに係るノウハウが蓄積さ

れていません。さらに、地方分権化に伴い中央政府からワレダ（郡）教育行政への権限委譲が進んでおり、

教育計画の立案・実施にかかわる地方教育行政の能力向上が課題となっています。このような状況を改善す

るために、本プロジェクトではオロミア州の対象地域に

おいて地方教育行政と地域住民の連携による小学校の建

設、フォーマル及びノンフォーマル基礎教育プログラム

の導入、運営に係るパイロット事業を行い、それに関わ

る地方教育行政官の計画立案・実施能力の向上等を通じ

て、住民との協働による基礎教育の量的拡大、そして質

的改善を持続的に実現できるモデル作りを目指していま

す。本プロジェクトの愛称である「ManaBU プロジェクト」

の「ManaBU」とはオロモ語（オロミア州の公用語）でコ

ミュニティの学び舎を意味する Mana Barnoota Ummataa

の略語です。日本語でも「学ぶ」。語呂の良いぴったりの

名前だと思いませんか。 

主な活動  オロミア州教育局及びワレダ（郡）教育事務所の行政官を対象に住民参加型学校建設・運営指導のた

めのワークショップの開催 

 対象地域の各ワレダにおける住民参加型基礎教育学級（Community-Based Basic Education Center: 

CBBEC）の建設地域の選定、建設委員会の設置、建設委員会を対象とした CBBEC 建設に関するワークシ

ョップの開催、建設過程のモニタリング 

 住民を対象とした CBBEC 運営に関する研修の実施、運営委員会の設置、運営計画の策定・実施など運

営維持のための諸活動に係る支援、運営過程のモニタリング 

 ファシリテーター（CBBEC で教える非資格教員）の選出、適切な教授活動を行うための定期的な教授能

力向上のための研修の実施 

 教育行政官を対象とした学校建設・運営に係る住民参加促進・支援ガイドラインの作成 

 住民及び教育行政官を対象とした学校建設、学校運営に係るガイドラインの作成 

 郡教育事務所における教員研修計画改善作成支援 

特徴  僻地での教育アクセス改善に資する学校建設・運営モデルの提供 

 住民参加によるボトムアップア・プローチと行政のマネージメント能力向上に係る行政へのアプロー

チの双方からのアプローチ 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

■ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.4】 
案件名：ニジェール住民参画型学校運営改善計画 

（2004 年 1 月～2006 年 12 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 1,113 万人   1 人当たり GDP 190US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 176 位 

初等教育純就学率 34.2%（女性 27.5%） 

成人識字率 17.1%（女性 9.3%） 

平均寿命 46.0 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 サブサハラにおける 貧国の一つであるニジェールでは初等教育の総就学率を 2000 年の 34％から 2013

年には 91％にまで向上させることを目標として、「就学機会の拡大」に取り組んでいます。低就学率には、

複数の阻害要因が複雑に絡んでいますが、その主たるものは「学校数（教室数）の絶対的不足」と「教育に

対するニーズはあるものの、学校に対する地域住民・親の不信感」の２要因と考えられています。このうち

前者に関しては、世界銀行をはじめ各国ドナーの支援によって約 20,000 教室の建設が予定されており、日

本も無償資金協力による校舎の増改築プロジェクトを実施しています。 

一方、後者に関しては、地域住民の学校運営への参加

を通じて、学校への不信感を取り除き、学校に対する認

識を変えていくため、政府は、校長、教師代表、保護者

会代表、母親会代表の計 6 名からから編成される学校運

営委員会(Généralisation des Comités de gestion des 

Etablissements Scolaires: COGES)の設置を進めていま

す。この計画の 終段階では住民や地域コミュニティー

を学校運営の中心的担い手として位置付け、計画策定か

ら運営管理、教材等の調達を責任持って行ってもらおう

と考えており、親への啓発活動に関しても COGES が中心

的な担い手となることが想定されています。しかし、多

くの学校ではまだ COGES が十分に機能していません。こ

のような状況を改善するため、COGES の運営モデルを提示

するともに、それに関わる地方教育行政官のキャパシテ

ィビルディングを目標として、現在活動が行われています。 

主な活動  教育に対する関心や学校運営への参画を高めるための啓発活動の実施 

 COGES 運営モデルを確立するため、校長・教員・地域住民への研修、パイロット校での学校計画立案・

実施・モニタリング支援の実施 

 COGES 支援モデルを確立するため、地方行政官への研修の実施 

特徴  本プロジェクトの活動は、ニジェール政府が推進する地方分権化政策と合致しており、プロジェクト

で開発した研修マニュアルをベースとして国の公式マニュアルが作成される等、政策レベルへの大き

なインパクトを生んでいます。 

 COGES を設立する段階から住民参加を重視し、民主的な選挙による COGES メンバーの選出を行っていま

す。 

 プロジェクト終了後の持続性を高めるため、低コストで実施可能なモニタリング手法の開発、情報管

理システムの確立、活動プロセスにおける現地人材の活用等、様々な工夫を行っています。 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

■ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.5】 
案件名：ネパール子どものためのコミュニティ主体型ノンフォーマル教育 

（2004 年 1 月～2009 年 1 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 2,406 万人   

1 人当たり GDP 230US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 140 位 

初 等 教 育 純 就 学 率  70.5% （ 女 性 

66.0%） 

成人識字率 44.0%（女性 26.4%） 

平均寿命 59.6 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO

「 EFA Global Monitoring Report」 , 

2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

概要 ネパールでは、初等教育における純就学率が 70.5％、1 年生から 5 年生までの修了率が 77.8％、全国民の成人識

字率（15 才以上）は 44.0%と基礎教育の普及率が未だ低い状況です。このような状況に対し、ネパール政府は、2000

年の世界教育フォーラムのダカール行動の枠組みに則り、2015 年までに初等教育の完全就学と修了を達成すること

を目標に、EFA アクションプランを策定しました。また、教育の完全普及のため、教育へのアクセスが制限され、社

会的に不利な立場におかれているコミュニティを対象に、ノンフォーマル教育センターを中心とした様々なプログ

ラムを実施しています。 

しかしながら、関係する機関の連携不足や既 

存マニュアルの不備等により、これらのプログ 

ラムの成果はいまだ十分にあがっておらず、既 

存のプログラムの強化及び NGO との連携プログ 

ラムを通したノンフォーマル教育分野への支援 

が緊急課題となっています。 

このため、パイロット事業を通じノンフォー 

マル教育センターを中心に関係する機関が連携 

してノンフォーマル教育を実施していく体制を 

構築すること、そのためのマニュアルを作成す 

ること、関係者の能力向上を図ること等を目的 

として本プロジェクトを展開しています。 

主な活
動 

 ネパール政府による現行のノンフォーマル教育プログラムを分析した上での、パイロット活動の実施とノン

フォーマル教育プログラム改善のための提言 

 ドロップアウトする子どもが も多い小学校1－3年生を対象としたプログラムを教育省が新たに開発するた

めの支援 

 類似活動を行う関係者であるドナー・NGO を対象にしたワークショップの開催と関係者のネットワーク強化 

特徴  本プロジェクトは、ネパール政府による EFA アクションプランを達成するために重要な役割を果たしている

ノンフォーマル教育センターの機能を強化し、子どものためのノンフォーマル教育プログラムを改善してい

くことを目的としています。このプロジェクトで改善されたプログラムは、将来的にはネパール全国に普及

し、ネパールにおける初等教育の完全普及に大きく貢献することが期待されています。 

EFA ゴー
ルとの
関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

■ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

□ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.6】 
案件名：アフガニスタン ノン･フォーマル教育強化 

（2004 年 3 月～2007 年 3 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 2,208 万人   1 人当たり GDP - 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 - 位 

初等教育純就学率 - %（女性 - %） 

成人識字率 41.1%（女性 31.4%） 

出生時平均余命 - 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 アフガニスタン教育省は 2002 年 8 月に基本政策「アフガニスタン教育の復興と開発」を発表し、教育機

会の公平な提供、教育環境の改善、カリキュラム及び教材の改善、非識字の撲滅等を重点課題として掲げて

います。 

これらの課題に対して、公教育の強化、ノン・フォーマル教育の強化、教育行政官の能力向上を重点分野

として、学校建設などを通じた教育機会の拡充、専門家派遣やプロジェクト実施による教育の質の向上など

の協力を進めています。 

同国においては、内戦やタリバン支配等の結果、 

国家の教育システムが破壊されたため多くの国民が教育を受ける機会を逸失しました。その結果、成人識

字率は男性 50%、女性 20%(UNESCO, 2000)と極めて低い水準となっており、地方における女性の識字率は 5％

以下との推定もあります。2000 年時点での成人非識字者数は 820 万人（男性 320 万人、女性 500 万人）とさ

れており、帰還難民の増加等によりさらに非識字者が増大する可能性もあります。これら、これまで教育の

機会を得ることのなかった成人や学校に通うことが困難な児童等、公教育でカバーしきれない層を対象とす

る「ノン・フォーマル教育」に対する支援は、平和の定着と国家の発展のために重要かつ緊急な課題となっ

ています。教育省の基本政策においては、非識字率の撲滅が重要な課題とされており、同省識字局により

「National Campaign Plan Against Illiteracy in Afghanistan」が策定され、ノン・フォーマル教育強化

の方針が打ち出されています。 

 このような背景の下、JICA は「社団法人日本ユネスコ

協会連盟」に委託し、コミュニティー学習センター

（Community Learning Center: CLC。地域住民の参加に

より運営されるノン・フォーマル教育の場）を拠点とし

たノン・フォーマル教育モデルを構築することを目標と

して、本プロジェクトを実施しています。識字教育など

を推進していくためには、コミュニティの積極的参加に

基づく教育活動が重要であり、本プロジェクトを通じ、

アフガニスタンの現状にあった、住民主体のノン・フォ

ーマル教育のモデルを構築することを目指しています。 

（右：CLC 運営委員会向けのワークショップ風景） 

主な活動  ノン･フォーマル教育に関する教材開発 

 識字教員、生活技術教員に対する研修を実施し、教員養成 

 地域住民の運営委員会による CLC 運営と住民へのノン・フォーマル教育支援 

特徴  本プロジェクトでは、地域住民の参加により運営される CLC を拠点としたノン・フォーマル教育モデ

ルを構築することを目標としています。 

 本プロジェクトの活動は、アフガニスタン国政府が推進するノン・フォーマル教育強化方針に基づい

て実施しています。 

EFA ゴール
との関連 

□ 幼児に対するケアと教育の拡大 

□ 質の高い無償義務教育の促進 

■ 大人や青少年に対する生活技能習得の奨励 

■ 成人識字レベルの向上 

■ ジェンダー格差解消 

□ 教育の質の向上学校運営の改善を通じて、就学率の改善に貢献している 
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【JICA の取り組み事例 No.7】 
案件名：ベトナム 北部山岳地域コミュニティー学習センター普及計画 

＜草の根協力パートナー型＞ 
（2003 年 10 月～2005 年 7 月） 

＜基本情報＞ 

 

人口 7,920 万人   1 人当たり GDP 436US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 112 位 

初等教育純就学率 82.9%（女性 - %） 

成人識字率 90.3%（女性 86.9%） 

出生時平均余命 69.0 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

概要 協力団体である日本ユネスコ協会連盟は、2000 年 3 月より JICA と協力して、ライチャウ省において「北

部山岳地域成人識字振興計画」を実施し、コミュニティー学習センター（Community Learning Center: CLC。

地域住民により設置・運営されるノンフォーマル教育の場）の普及を支援しました。CLC は 1997 年より日本

ユネスコ協会連盟やユネスコ･バンコク事務所の資金及び技術協力で、徐々にベトナム国内に広がってきて

おり、教育やコミュニティー開発活動を草の根の人びとへ届けるシステムとして注目され、現在国策として

全国へ普及されようとしています。こうした流れの中で、ライチャウ省同様非常に経済的・社会的に困難な

状況に置かれている北部山岳地域の 8 省においては、CLC を自力のみで普及させることは難しく、省内のモ

デルとなるべき CLC の設置が求められていました。 

本案件は、北部山岳地域 8 省（ソンラ、ラオカイ、イェンバイ、ハザン、トゥエンクァン、カオバン、バ

ッカン、ランソン）の村の住民、なかでも、成人非識字者や

初等教育の中途退学児童を対象に、モデルとなるコミュニテ

ィー学習センターを設置し、地域住民の生活の質の向上を図

るとともに、そのモデルの域内への普及を支援することを目

的としています。 

主な活動  対象となる 8 省各 1 村におけるコミュニティー学習センターの設立と地域住民のニーズに応じた多様

な活動の自立的運営。 

 識字教育や識字後教育、その他の生活改善に役立つ継続教育（生涯学習）の機会提供 

 8 つの省、及びその中の 69 の郡及び市の教育担当官に対するコミュニティー学習センターの普及に必

要な知識と技能習得のための研修実施 

特徴  協力団体である日本ユネスコ協会連盟は、1992 年より「ユネスコ世界寺子屋運動（識字教育への国際

協力活動）」を通じてベトナム国内において 30 以上の小規模識字教育プロジェクトを支援し、2000 年

4 月から 2003 年 3 月までライチャウ省にて「北部山岳地域成人識字振興計画」（草の根パートナー型）

を実施した実績があります。 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

■ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

■ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

□ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.8】 
案件名：アフガニスタン女性の経済的エンパワーメント支援 

（2005 年 2 月～2008 年 2 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 2,208 万人   1 人当たり GDP - 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 - 位 

初等教育純就学率 - %（女性 - %） 

成人識字率 41.1%（女性 31.4%） 

出生時平均余命 - 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

概要 アフガニスタンでは、過去 23 年間に及ぶ戦争とその後のタリバン政権下において、女性は政治的、社会

的、経済的に極めて困窮した状況に置かれてきました。また、戦争で配偶者を失った寡婦や貧しい女性には

生計を立てる手段がほとんどありません。このような女性の状況を改善するために、2001 年に女性課題省が

発足しました。しかし、同省は女性の経済状況を把握するための正式な統計や情報を把握しておらず、人材

や能力の不足もあって、女性の経済的支援に有効な政策を打ち出せず、本来の役割が果たせていない状況に

あります。 

 このような女性課題省の問題に対処するため、本プロ

ジェクトでは、中央レベルの人材育成を行いつつ、州（バ

ルフ州、カンダハル州、バーミヤン州）レベルで本省の

出先機関である女性局の女性の経済的エンパワーメント

のためのコミュニティー開発事業（女性の組織化、識字

教育、起業支援等）実施を支援します。これらの事業を

通じて州女性局が地方の女性の経済活動に関する現状と

課題を理解し、州女性局はそこから得た情報と教訓を本

省と共有できるようにします。州女性局の能力が向上す

ることによって、女性の声が本省に届き、ニーズに合っ

た政策・施策が提言されることで女性の経済的エンパワ

ーメントが促進される仕組みが構築されることを目指し

ます。 

主な活動  州女性局と NPO 等が連携して地域の特性を活かしたコミュニティー開発事業を実施・モニタリング・

評価するための支援 

 州レベルのコミュニティー開発事業を通じた課題・教訓のとりまとめ、本省との情報共有化支援 

 本省が女性の問題を把握・分析し、有効な政策を提言できるような組織体制の整備と人材育成研修・

セミナーの実施 

特徴  女性課題省が女性の置かれている状況を理解しつつ、政策官庁としての機能が向上するため、地方に

おけるコミュニティー開発事業の実施と女性課題省職員の業務能力向上を同時に実施します。 

 女性課題省に「女性の経済的支援のためのタスクフォース」を、各州に「州ジェンダー調整委員会」

を設置し、地方と本省をつなぐしくみを構築します。 

 現地の事情に精通した NGO 等と連携してコミュニティー開発事業を実施するため、現場のニーズを迅

速に把握して効果的な協力を行うことができます。 

EFA ゴールと

の関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

■ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

■ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

□ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.9】 
案件名：パキスタンパンジャブ州識字行政改善 

（2004 年 7 月～2007 年 7 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 14,628 万人   1 人当たり GDP 408US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 142 位 

初等教育純就学率 59.1%（女性 50.0%） 

成人識字率 41.5%（女性 28.5%） 

出生時平均余命 60.8 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

 

＜地図＞ 

     

概要 パキスタンにおいては、1990 年に 35.4%であった成人識字率が 2002 年までに 41.5%まで上昇したものの、

未だ全人口の半分が非識字者です。特に、男性の識字率が 50％を超えているのに対し、女性の識字率は、未

だに 28.5％に過ぎず、男女格差が大きな課題になっています。 

パキスタン国政府は、2015 年までに EFA（就学率 100％）を達成する長期的目標を掲げ、基礎教育に焦点

をあてた「EFA 国家行動計画 2001-2015」、および短期的な教育セクター全般のサービス改善を目指した「ESR

行動計画 2001-2005」を実施中です。 

今回本プロジェクトで対象としているパンジャブ州は、パキスタンの約 60％の人口を抱えており、識字

率が 54％と全国平均よりやや高いものの、大都市を抱える都市部と農村部との地域間格差が大きいという課

題を抱えています。 

同州は、地方分権化の機構改革の中で他州に

先駆けて 2002 年 8 月に「識字およびノンフォー

マル初等教育局（以下、州識字局）」を設立しま

した。同局では、パンジャブ州のモデル 4県（DG

ハーン、ハネワ―ル、フシャーブ、マンディバ

ハウッディン）において、5－14 歳児童の完全就

学、15―35 歳成人の識字率 100％達成を 4 年間

で目指しており、JICA は、同局の要請を受け、

このプロジェクトにおいて、１）識字にかかる

データベースの開発、２）識字事業実施計画策

定、３）これらに基づく事業運営、４）質を確

保したモニタリング、報告、事業評価のサイク

ル強化にかかる技術協力を 3 年間で実施してい

ます。 

主な活動  州、県、ユニオン、村における識字促進委員会の設置 

 識字に係る管理情報システム(Literacy Management Information System: LitMIS)の構築及びデータ

ベース作成、更新 

 LitMIS を基に州、県、ユニオン、村における識字事業実施計画の作成 

 実施計画に基づくノンフォーマル小学校、成人識字センターの運営支援、教員研修実施等 

特徴  プロジェクト終了後の持続性を高めるため、低コストで実施可能なモニタリング手法の開発、情報管

理システムの確立、活動プロセスにおける現地人材の活用等、様々な工夫を行っています。 

 本プロジェクトの活動は、パキスタン国政府が推進する地方分権化政策と合致しています。 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

■ 成人識字率（特に女性）の改善 

■ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

□ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.10】 
案件名：フィリピン初中等理数科教員研修計画 （2002 年 4 月～2005 年 4 月） 

＜基本情報＞ 

 

人口 7,715 万人   1 人当たり GDP 975US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 83 位 

初等教育純就学率 93.0%（女性 94.1%） 

成人識字率 92.6%（女性 92.7%） 

出生時平均余命 69.8 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

 

＜地図＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

概要 フィリピンの教育省は、教育の質は教員の質に大きく関わっていると考え、現職教員の研修に力を入れて

きました。また、教師である以上、継続的な研修が必要であるという前提のもと現職教員研修事業（スクー

ル・ベース・トレーニング・プログラム: SBTP）を進めています。教育省は、SBTP を通じて、「すべての教

員に学び続ける機会を与える」ことを目指しています。JICA が実施しているプロジェクト「初中等理数科教

員研修強化計画」は、SBTP の促進を支援する技術協力です。フィリピン国内の４地域を対象としているこの

プロジェクトでは、各地で青年海外協力隊員や技術協力専門家が、SBTP の支援に携わっています。 

SBTP は、多額の経費を使うことなく、すべての先生

に対して継続的に研修を受ける機会を提供していま

す。JICA が理数科 SBTP を支援するいっぽう、それ以外

の科目（英語・社会など）については、フィリピン側

が独自に展開をはじめています。先生方は、この勉強

会に参加し、担当する教科の知識を増やしたり、より

よい教え方についての技術を学んだりしています。 

SBTP を実施する地域は徐々に拡大しています。2004

年にはフィリピン全土で 6万人を超える先生が SBTP に

参加しており、子どもたちにとって魅力ある分かりや

すい授業づくりに取り組んでいます。 

主な活動  対象地域における SBTP 研修の実施およびモニタリング 

 授業案の作成ワークショップの実施 

 トレーナー研修の実施 

 モデル授業案の作成 

 SBTP 実施マニュアルの策定、同マニュアルを活用した新規対象地域での SBTP 導入 

特徴  SBTP は学校を研修会場とし、近隣の学校グループごとに持ち回りで毎月 1 回（平日）に開催されるの

で、ローコストで継続的な研修を実施しています。 

 研修内容は、対象教員グループのニーズを検討のうえ決定されるので、その地域に根ざした教材や指

導案の開発が可能です。 

 SBTP新規導入にあたっては地域関係者への説明会を実施するなど、教員研修の意義のPRに努めており、

PTCA（日本の PTA）やコミュニティの人々にも広く支持されています。 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

□ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.11】 
案件名：ミャンマー国児童中心型基礎教育強化（2004 年 12 月～2007 年 12 月） 

＜基本情報＞ 

 

人口 4,821 万人   1 人当たり GDP - US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 132 位 

初等教育純就学率 81.9%（女性 82.0%） 

成人識字率 85.3%（女性 81.4%） 

出生時平均余命 57.2 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概要 ミャンマーの初等教育は、就学率が 81.9％、修了率が 59.9％程度と低い水準にとどまっており、その理由

として、農村部における学校へのアクセスの悪さに加え、暗記・暗唱を中心とした教授方法及び硬直した進

級・進学制度が指摘されています。 

JICA は、1997 年から 1999 年にかけて個別専門家「基礎教育カリキュラム改善」を教育省に派遣し、（１）

「理科」の復活、（２）「地理」及び「歴史」の「社会科」への統合、（３）「総合学習」の新規導入のための

支援を行った。また、2001 年 3 月から 2004 年 7 月まで、開発調査「基礎教育改善計画調査」を実施し、暗記

型学習から児童中心型教育への転換を支援するため、（１）理科・社会科・総合学習の 3教科における教師用

指導書の作成、（２）教育大学における教育・研修機能強化方策の提案、（３）小学校建設・補修にかかる整

備計画の策定を行いました。 

教育省は、個別専門家の上述の提言を採用するとともに、開発調査の提言を踏まえ、児童中心型教育を基

礎教育における基本的な教授・学習方法とすることを全国に通達し、その普及のための中核的機関として基

礎教育リソース開発センター（Basic Education 

Resource Development Center: BERDC）を新た

に設置しました。今後は、BERDC と全国の 20 の

教育大学を拠点として、児童中心型教育を全国

に普及させていく方針です。ミャンマー政府か

らの要請に基づき、本プロジェクトは、BERDC
及び教育大学の指導のもとで、児童中心型教育

が選定された地区の小学校で実践されることを

目的として実施しています。 
 

（注 1）児童中心型教育とは、子どもの興味や関心

に基づき、能動的な学習活動を展開していこうとす

る教育である。 

主な活動  BERDC 及び教育大学を児童中心型教育の普及の拠点とするための研修 

 現職教員のトレーナーに対する児童中心型教育の研修 

 モニタリングを行う教育行政官及び小学校長に対する研修 

 教育大学のカリキュラム及び児童の評価方法に児童中心型教育の考え方を取り入れるための提言 

特徴  1997 年の個別専門家「基礎教育カリキュラム改善」の派遣以降、開発調査「基礎教育改善計画調査」、

本プロジェクトと一環した協力を進めており、これらはミャンマーの教育改革にインパクトを与え、

教育省内外から高い評価を得ています。 

 JICA は、従来「理数科目を中心に教員研修に対する協力を実現してきましたが、本プロジェクトでは、

社会か総合学習を協力の対象に加えています。 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

□ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.12】 
案件名：ケニア中等理数科教育強化計画（フェーズ 2） 

（2003 年 7 月～2008 年 6 月） 
＜基本情報＞ 

人口 3,107 万人   1 人当たり GDP 393US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 148 位 

初等教育純就学率 69.9%（女性 70.5%） 

成人識字率 84.3%（女性 78.5%） 

平均寿命 45.2 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

   

 

概要  2020 年までに産業構造を工業化することを目標としているケニアでは低迷する初・中等教育における理数

科教育の改善が緊急の課題とされています。この課題に取り組むため、日本政府はケニア政府の要請を受け、

中等理数科現職教員研修を通じた理数科教育の改善を目標とする「中等理数科教育強化計画（SMASSE）」を 9

ディストリクトを対象に 1998 年から 5 年間実施しました。SMASSE では、中等理数科目における教師中心で

はなく生徒中心の教授法・学習法として実験・実習の実施及び教師の創意工夫の促進を目指す

ASEI(Activity, Student, Experiment, Improvisation) と呼ばれる授業改造アプローチを導入しています。

また、教員の授業内容や生徒の到達度のモニタリングを通し、ASEI アプローチに基づく授業の計画を改善し

ていく PDSI（Plan, Do, See, Improve）というサイクルの定着化を推進してきました。5年間の活動の結果、

現職教員研修システムが中央及び地方で構築され、非対象地域と比較した場合、教員研修による授業改善

（ASEI/PDSI）と教員の質の向上に対するインパクトが認められま

した。この成果はケニア全国に広まり、本研修の全理数科教員へ

の実施を望む声があがり、2003 年よりフェーズ２が始まりました。

また、ASEI/PDSI 活動は、理数科教育の低迷という同様の問題を抱

えるアフリカ諸国へも普及されるべきであるという要望が高く、

2001 年に SMASSE プロジェクトを事務局として域内連携ネットワ

ーク「SMASSE－WECSA」が設立されました。このようなフェーズ 1

での成果を踏まえ、SMASSE フェーズ 2 では、ASEI/PDSI アプロー

チに基づく①研修事業のケニア全国での実施と②理数科授業改造

運動のアフリカ周辺諸国への波及を 2 本柱とし活動を行っていま

す。 

主な活動 （ケニア国内） 

 現職教員を対象にした中央・地方研修の実施 

 理数科科目の現職教員研修に関するカリキュラム開発、教材開発、地方研修指導員の養成、研修のモ

ニタリング・評価を実施 

 教育行政、学校運営に携わる行政官、学校運営者に対する研修を実施 

（域内連携） 

 SMASSE－WECSA メンバー国の研修指導者を対象とする研修のためのカリキュラム及び教材開発、研修及

びモニタリング・評価の実施 

 ニュースレター等の情報発信、合同ワークショップ・国際会議等の開催 

 理数科の教育・学習に関する ASEI/PDSI アプローチの啓蒙・啓発活動 

 ADEA 理数科ワーキンググループにおける中心的メンバーとしての調査研究等 

特徴  ASEI/PDSI アプローチに基づく授業改造についての教員研修を通し、理数科教育強化を目指していま

す。 

 ケニア国内だけでなく、アフリカ域内に広がり、SMASSE－WECSA ネットワークには現在 23 カ国が参加、

第三国研修、域内ワークショップ等を開催しています。 

 カウンターパートの増員、予算配分の増加、施設提供等ケニア側の強いオーナーシップが示され、ま

たプロジェクト運営におけるケニア側の自主性が育ってきており、自立発展性の点でも優れています。

 ADEA・NEPD・WSSA などの枠組みでアフリカ域内協力を開始しています。また、アフリカのみならずフ

ィリピン大学などアジアの機関とも連携しています。 

EFA ゴール
との関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

□ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

□ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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【JICA の取り組み事例 No.13】 
案件名：ホンジュラス算数指導力向上プロジェクト 

（2003 年 4 月～2006 年 3 月） 
＜基本情報＞ 

 

人口 662 万人   1 人当たり GDP 966US$ 

人間開発指数順位 177 ヵ国中 115 位 

初等教育純就学率 87.4%（女性 88.3%） 

成人識字率 80.0%（女性 80.2%） 

出生時平均余命 68.8 歳 

（UNDP「人間開発報告」, 2004、UNESCO「EFA Global 

Monitoring Report」, 2005） 

＜地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 ホンジュラス国は「2015年までに、男女すべての就学年齢児について、6年間の初等教育の完全普及と修

了を達成する」という目標を掲げています。初等教育の現状をみると、純就学率は87.4％で男女格差もほと

んどありませんが、修了率は68.5％（2000年）、修了者のうち6年間で修了できたものは31.9％と、中退と留

年が問題となっており（留年の主な原因は国語（スペイン語）と算数の成績不振）、児童の学力向上に向け

た現職教員の質の向上が課題となっています。 

そのような中、ホンジュラス国は、これまで 13 年間にわ

たり教材開発や現職教員研修等算数科への協力をしてき

た青年海外協力隊（関連隊員派遣数累積 60 名）の実績を

評価し、同国政府が行う「現職教員継続研修プログラム」

のうち、算数科について日本政府に協力を要請してきま

した。 

本プロジェクトは、専門家とボランティアの連携のも

と、現職教員の算数指導力の向上を目標として、6学年の

教師用指導書・児童用作業帳を開発、これらを活用して

現職教員研修の改善を図るものです。現在、6年生分まで

の教材が完成し、同教材を利用した現職教員向け指導法

研修が実施されています。2005 年には、児童用作業帳が

ホンジュラス政府により国定教科書として採用され、教

師用指導書とともに全国に配布されました。 

主な活動  小学校算数科教師用指導書と児童用ドリルの開発 

 指導書に沿った授業実施のための教師への研修の実施 

 教員研修を継続的に実施するためのコアトレーナー養成 

特徴  青年海外協力隊や、教育省に派遣されているアドバイザー専門家と連携し、学校現場と政策レベル両

方にインパクトをもたらすアプローチを取っています。 

 プロジェクトで作成した教材が同国の教育省から高い評価を受けて、2005 年度からプロジェクト対象

5県を超えて全国的に活用されることが決定しました。 

 プロジェクトの教材は、ホンジュラス同様算数科を原因とした中退・留年問題を抱える他の中米諸国

からも注目を集めており、今後本プロジェクトを核とした中米地域での広域算数協力が展開される計

画です。 

EFA ゴールと

の関連 

□ 就学前児童の福祉・教育の改善 

■ すべての子どもの良質な無償初等義務教育の就学と修了 

□ 青年・成人のライフスキル習得と促進 

□ 成人識字率（特に女性）の改善 

□ 初等中等教育における男女格差解消と教育における男女平等の達成 

■ 教育のすべての側面における質的向上 
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資料４．発表者略歴 

発表者略歴（敬称略・五十音順） 

北詰 秋乃 （きたづめ・あきの） 

 1989 年から日本国際ボランティアセンター（JVC）職員として、タイ（日本語学校教師）、ラ

オス（女性生活改善普及員養成プロジェクト調整員）、東京（事務所ラオスプロジェクト担当）、

エチオピア（農村開発プロジェクト調整員）にて勤務。1995～1996 年、JVC エチオピア事務所代

表として勤務した後、1997 年から在エチオピア日本大使館、国際飢餓対策機構エチオピアコン

サルタントを経て、2000 年、株式会社アースアンドヒューマンコーポレーションに入社。2000

年よりエチオピア地下水開発･水供給訓練プロジェクトジェンダー分野の長期専門家、2003 年 3

月、同国住民参加型基礎教育改善プロジェクトの立ち上げ段階から現地入りし、参加型開発の視

点から、関係者とのネットワーク作り、プロジェクトの計画運営に関ってきた。1999 年英国ウ

ェールズ大学大学院社会開発計画およびマネージメント修士課程修了。8歳になる息子の養育と

仕事の両立に日々奮闘中。 

 

豊間根 則道 （とよまね・のりみち） 

 1948 年、岩手県盛岡市生まれ。ペンシルバニア大学で Ph.D.（都市地域計画学）を取得後、

1985 年から（財）国際開発センターに勤務。2001 年から理事。専門の地域開発・地域経済を中

心に幅広いテーマの調査・プロジェクトに携わってきた。教育開発においては、インドネシアの

教育開発案件（REDIP）（1999 年に始まり、現在「フェーズ３」が進行中）の総括を務めたのを

皮切りに、現在２つ目の教育開発案件として、ミャンマーの MBESS に携わっている。また現在、

REDIP の他にタンザニアのスクールマッピング・マイクロプランニング案件（SM/MP2）の総括も

務めている。REDIP、MBESS、SM/MP2 に共通するのは、地域社会の中の学校というフィールドで

の協働と試行錯誤の上にプロジェクトが実を結んでいき、さらにその果実が相手国の教育政策に

少しなりとも反映していく点。「草の根の小さな社会変革」を実践すると同時に、教育専門家が

政府に直に助言するのとは違った「草の根からの政策改善」の役目をこれらの JICA 教育開発案

件は果たしていると思っている。 

 

永峰 好美 （ながみね・よしみ） 

 1979 年国際基督教大学（社会学・イギリス研究）卒業後、読売新聞社に入社。東京本社編集

局の地方部で経済ニュースなど担当後、生活情報部で、女性、子ども、高齢者、消費者運動、労

働、NGO、国際協力、外国人問題など幅広いテーマで取材を続けた。取材で訪問したのは、アジ

ア、アフリカ、南米、欧米など 30 か国を超える。94 年には国際人口・開発会議、95 年には世界

女性会議など、国連主催の一連の国際会議を取材。2000 年より解説部次長として、記事の執筆

と編集デスクを担当し、現在に至る。85 年から 1年間ロンドン大学 SOAS（アジア・アフリカ研

究所）研究員、また、2003 年 1 月から半年間、米カリフォルニア大学バークレー校のジャーナ

リズム大学院で日本社会報道論を教える客員講師を務めた。共著に、「国際化のなかの移民政策

の課題」（明石書店）、「ドキュメント 時代を拓いた女性たち」（中公新書ラクレ）など。 
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三宅 隆史 （みやけ・たかふみ） 

1986 年から（社）日本ユネスコ協会連盟事務局に勤務。1994 年から（社）シャンティ国際ボラ

ンティア会（SVA、当時曹洞宗国際ボランティア会）に勤務。海外事業課長、タイ・メーサリア

ン事務所長（ミャンマー/ビルマ難民支援事業）を経て、現在事務局次長。教育協力事業の運営

支援、地球市民教育、教育協力についての調査研究・政策提言を行っている。現在、教育協力

NGO ネットワーク（JNNE）事務局長、Asian South Pacific Burearu of Adult Education(ASPBAE)

理事を務めている。開発 教育協会、Global Campaign for Education (GCE)理事も務めた。 

 

萱島 信子 （かやしま・のぶこ） 

1982 年国際協力事業団入団。研修事業部、無償資金協力計画調査部、企画部、社会開発協力

部、基礎調査部、神奈川国際水産研修センター研修室長、横浜国際センター業務課課長、社会開

発協力部社会開発協力２課長などを経て、2004 年 4 月より人間開発部基礎教育グループ、グル

ープ長。1987 年～1988 年にはパリ第５大学教育学部 DEA 課程に在籍し、1988 年～1989 年 UNESCO

国際教育計画研究所で研修。1990年頃から一貫してJICAの教育協力の変遷を見てきた。現在は、

JICA にとっても新たな協力分野である基礎教育協力を拡大するとともに、一層の戦略化をはか

って質の向上につなげることに腐心。そのためには国内外に有識者や支援者とのネットワークづ

くりが重要であると考えている。 

 

佐久間 潤 （さくま・じゅん） 

1989 年国際協力事業団入団。派遣事業部、地域部、基礎調査部、社会開発協力部（基礎教育

班）課長代理などを経て、2004 年４月より人間開発部基礎教育第一チーム長。また、分野別課

題「教育」タスクフォース事務局総括を兼任。1998 年～2001 年インドネシア教育省初等中等教

育総局に教育計画専門家として派遣。1996 年スタンフォード大学教育大学院修士課程修了。主

な著書・論文に「インドネシア ハンドブック 2000（教育分野）」（国際貿易振興会・ジャカル

タ日本人会編）、「インドネシア経済危機の初中等教育セクターへの影響と各対策プログラムの効

果」（国際協力研究, 17(1)）、「基礎教育協力の新たな可能性」（国際協力研究, 18(1)）などがあ

る。 

 

林川 眞紀 （はやしかわ・まき） 

 1992 年ロンドン大学教育研究所（IOE）修士課程修了（教育計画専攻）後、（財）国際開発セ

ンター（研究員助手）勤務を経て、1993 年より国連教育科学文化機関（UNESCO）パリ本部（教

育局識字成人教育課）に赴任。主にアフリカ・アラブ・アジア地域の成人識字教育プロジェクト

の運営管理、評価活動、研修事業や国際識字賞委員会事務などを担当。1998 年～2003 年 UNESCO

北京事務所（極東地域事務所）に赴任。教育担当官として中国、モンゴル、北朝鮮、韓国、日本

の 5 カ国における EFA 推進事業を中心に、教育全般にわたる事業を担当。2003 年 4 月より

UNESCO-JICA 試行的人事交流として JICA 国際協力総合研修所に勤務。今年度より人間開発部課

題アドバイザー（教育分野）としても務め、現在に至る。 
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資料５．当日プログラム 

JICA 公開シンポジウム 

EFA（万人のための教育）達成に向けて 

～私達にできること、今すべきこと～ 
 

日時：3月 12 日（土）13:00-16:45 

場所：国際協力機構（JICA）国際協力総合研修所２階 国際会議場 

 

 

13:00-13:10：開催のあいさつ 

-JICA 人間開発部長 末森 満 

 

13:10-13:40： 

1. EFA（万人のための教育）の背景・動向 

-JICA 人間開発部課題アドバイザー 林川 眞紀 

2. EFA ゴールに向けた JICA の取り組み 

-JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一チーム長 佐久間 潤 

 

13:40-14:40：EFA 事例紹介・質疑応答 

1. ミャンマー「基礎教育改善計画調査（MBESS）」 

-元プロジェクト総括責任者/財団法人国際開発センター理事 豊間根 則道氏  

2. エチオピア「住民参加型基礎教育改善（ManaBU）プロジェクト」 

-プロジェクトチーフアドバイザー/株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション 

研究員 北詰 秋乃氏 

 

14:40-15:05 (25 分):休憩（質問票回収・コーヒーブレイク） 

 

15:05‐16:45:パネルディスカッション「EFA 達成に向けて今後 JICA に期待すること」 

・パネリスト-読売新聞社編集局解説部次長 永峰 好美氏 

    -社団法人シャンティ国際ボランティア会（SVA）事務局次長 三宅 隆史氏 

   -MBESS 元プロジェクト総括責任者 豊間根 則道氏 

-ManaBU プロジェクトチーフアドバイザー 北詰 秋乃氏 

-JICA 人間開発部課題アドバイザー 林川 眞紀 

 ・パネル司会-JICA 人間開発部基礎教育グループ長 萱島 信子 

 

    

17:00-18:00 (60 分)：懇親会（201AB 会議室）   
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